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1 計画策定にあたり 

１．計画の策定趣旨  

国は昭和５３年に始まった、第一次国民健康づくりから、国民の健康に関する運動を、そ

の課題の解決や社会問題の変化に合わせて、さらなる国民の健康に関する指標や目標を掲

げてきた。これまでの計画により、国では健康寿命は延伸されたものの、一次予防に関連す

る項目の改善や、一部の年齢階級・性で悪化している指標などが示され、それを踏まえ大き

く４つの方向性が、その点を継続して健康に関する課題に取り組む、第５次国民健康づくり

「健康日本２１（第３次）」を策定し新しい時代への健康課題を提示した。 

海陽町でも健康寿命の延伸・ライフステージに応じた健康課題・健康な体づくりの基本と

なる、食や運動への取り組みに関する「けんこう海陽２１」を策定し、国や県の流れと同じ

く、町民の健康を増進するために計画を策定し実施評価してきた。特に生活習慣病の一次予

防に重点をおき、重症化を予防する重視した取組みを実施してきた。 

それを踏まえ、これから更に高齢化が進む町で、より健康を増進するために、また健康に

関する意識の薄い者を含む幅広い世代へのアプローチ、それに伴う多種多様な場面での健

康に関する取組みを実施することが必要となる。そして具体的な評価値を設定することに

より、町の健康課題に即した計画として、令和６年から始まる「けんこう海陽２１（第３次）」

として、新たなる時代へのさらなる健康づくりを示す計画を策定し、前計画での評価を生か

し、健やかで心豊かに生活できる、持続可能な社会を実現していくものとする。 

 

２．計画策定の考え方と特色 

 国の示す健康日本２１（第３次）の基本的な方向性を踏まえるとともに、前計画の評価を

基本とした、海陽町の健康に関する実態把握と予防の視点から具体的に取り組める計画と

する。 

国は、前回計画の評価において一部の指標、特に一次予防に関連する指標が悪化している

事、全体としては改善していても、一部の性・年齢階級別では悪化している指標がある事、

健康増進に関連するデータの見える化・活用が不十分である事等を第２次計画の改善点と

している。また第３次計画に関しては、今後少子化・高齢化がさらに進み、総人口・生産年

齢人口が減少し、独居世帯が増加する事や、女性の社会進出、労働移動の円滑化、仕事と育

児・介護との両立や多様な働き方の広まり、高齢者の就労拡大などを通じ社会の多様化がさ

らに進む事を踏まえた健康づくりが必要であるとの方向を示している。 

 こうした背景を含め、第 3 次計画でも変わらず継続するべき指標として・健康寿命の延

伸・健康格差の縮小・生活習慣の改善・生活習慣病の発症予防、重症化予防・生活機能の維

持、向上・社会とのつながり、こころの健康の維持向上等に加え・自然に健康になれる環境
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づくり・誰もがアクセスできる健康増進のための基盤づくり等も健康の視点に含まれてい

る。   

特徴的には健康に関する個人の行動が、社会環境に内包される点である。個人に健康に関

する努力を望むだけでなく、人々が健康になれる環境や資源、だれもがそれにアクセスでき

る社会基盤の整備や社会とのつながりといった、社会環境の質の向上を健康づくりの方向

性としてあげている。また前計画のライフステージに加えて、胎児期から高齢期に至るまで

の一生を通じて継続した健康づくり（ライフコースアプローチ）という視点と、子どもや高

齢者だけではなく、社会生活における性差による健康課題にも重きを置いている。 

 

３．計画の位置づけ 

 本計画は「海陽町総合計画」に基づき、海陽町の目指す保健事業の基本的な方向とその実

現に必要な対策を明らかにするものである。また計画にあたり国の「健康増進計画（第３次）」

を参考とし、徳島県が策定した「徳島県健康増進計画 健康徳島 21（第 3 次）」「第 4 期徳島

県医療費適正化計画」「第 8 次徳島県保健医療計画」等との連携を図り策定する。 



p. 3 

 

また、海陽町「特定健康診査等実施計画・データヘルス計画等」を踏まえ策定することに

より、医療保険者として実施する保健事業と健康増進事業の連携を図り、同時に町が実施す

る目標項目に関連する計画との整合性を計るものとする。 

 

 

４．計画の期間・中間評価 

健康日本 21（第三次）の計画期間は、関連する計画【医療費適正化計画：6 年、医療計

画：6 年、介護保険事業（支援）計画：3 年】と他計画期間をあわせる事や、各種取り組み

の健康増進への効果を短期間で測ることは難しく、評価を行うには一定の期間を要するこ

となどを考慮し、令和 6（2024）年度から令和 17（2035）年度までの 12 年間とした。また

計画策定から 6 年目をおおむねの目安として中間評価を実施し、令和 15 年度を最終評価年

とする。その後令和 16 年より時期計画のプランニングを開始し、翌令和 17 年度に完了さ

れ次期計画へと続くものとする。 

 

 

令和6

年度

令和11年度

中間評価

令和15年度

最終評価

令和16年度

～17年度

健康増進計画（第３次）

健康徳島２１（第３次）

けんこう海陽２１（第３次）

データヘルス計画

特定健診計画

医療計画

医療費適正計画

地域保健医療計画・がん対策推進計画 等

介護保険事業計画

障がい者計画・障がい者福祉計画

障がい児福祉計画 等

12 年間 
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目標の設定に関しては、健康日本 21（第 2 次）計画においても、実行可能な目標をでき

るだけ少ない数で設定するとの考えを第３次計画でも踏襲し設定する。また健康増進計画

は健康寿命を延伸することを目標としており、目標項目には科学的なエビデンスを有する

項目が望ましい。前計画で評価不十分であった項目に関しては新たに評価可能な項目を再

考し、国の目標項目である 51 の項目から、その項目に関して町の健康課題と照らし合わせ、

目標を設定し、評価には公的なデータソースを活用することでより具体的な目標値や評価

を確実に実施できるようにする。 

評価に関しては、前計画と同様に５段階評価とし、中間評価でも同様とする。また改善・

悪化のような判定に関しては、より詳しい数値評価ができる具体的な目標設定をする。そし

て中間評価で改善の少なかった項目に関しては、強化や改善するべき点を検討し広く住民

に公表するものとする。 

 

2 計画の推進 

１．健康増進に向けた取り組み 

（１）活動展開の視点 

健康増進法第２条において「健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯に

わたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない」とあ

る。また誰もがより長く元気に暮らしていく為の基盤として、健康の重要性はより高まって

きており、平時から個人の心身の健康を保つため、健康づくりの取り組みを強化していく事

が求められている。そして健康増進法第 8 条において「自治体は健康に関する取り組みを

支援する」となっている。 

１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小に対する取り組み  

個人の行動と健康状態の改善を図る事により、全体の健康に関する目標の改善につなが

る事はもとより、個人を取り巻く環境（地域差や社会経済状況等の違い）による健康の格差

が出ない事業展開を実施する。また地域における健康づくりが簡便である等の、健康に取り

組みやすい環境づくりにも留意する必要がある。 

２）個々の健康づくりと健康状態の改善を推進 

一人一人が個々の健康に関する意識を高め、健康づくりに取り組む事は重要である。また

それを支援しサポートする地域や家族の存在により、更なる健康づくりの意識が波及して

いくものである。地域や世代間による健康課題を共有し、自分の健康課題についても考えら

れる、おいては地域全体で健康づくりに取り組めるように働きかける必要がある。 

３）ライフコースアプローチを踏まえた取り組みの推進 

多様化する社会や人生 100 年時代を迎えるにあたって、１）２）における健康増進事業
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を展開していく中で、様々なライフステージに応じた健康づくりを実施する必要がある。特

に胎児期からの健康課題を解決できるよう、ライフステージのみの健康課題ではなく、次世

代の健康を見据えた事業展開が必要である。また、性差による健康課題や、高齢期における

健康問題は突然出現するものではなく、各年代の予防可能な時点からの健康づくりを推進

していく。 
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3 海陽町の地域特性と健康を取り巻く問題 

１．地域特性   

徳島県の最南端に位置し、南東の海岸線は太平洋を臨み、北は那賀町、東は牟岐町、

西は高知県と隣接している。総面積 327,58ｋ㎡に及ぶ、県下第 4位の面積を有し、その

9割は山地によって占められ北部・西部にあたる山地は標高 1,000メートルに達する緑

豊かな山々がそびえている。これらの山々を水源として、地域の中央には北から南に海

部川が、南部では西から東に宍喰川が太平洋に流れ込んでいる。海部川下流の右岸流域

沿いに細長く開けた平野部は、海部川の沖積作用によって形成され、その広さは郡内一

である。気候は温暖多雨であり、夏は高温・多湿で、冬は暖かく降水日数も多く、年間

降水量は 2,000㎜を超え、徳島県北部と比べ高温・多湿・多雨となっている。      

 本町では、古代阿波国の前より人々がこの地に住みつき、水系の豊富な大地や太平洋

など､自然の恵みを受け暮らしていた。室町時代頃には、海部城を中心として武士団が勢力

をほこり、江戸時代の徳島藩の統治下、産業・交通・文化を発達させてきた。古くから海運

が盛んな地域であり、肥沃な堆積地には古くから開墾の手が入り豊かな田園での農業が営

まれた。平成 18年 3月に、下灘３町と呼ばれ、地理的・歴史的・文化的に古くから深い結

びつきを有していた３町が合併し海陽町が誕生した。 

 現在は、国道 55号に沿った沿岸での海水浴やマリンスポーツ、キャンプ場などの豊かな

自然を満喫できる様々なスポットがある事や、商業店舗等も利用しやすい地域となってお

り、高知県との県境を越えて生活圏や観光エリアは広がっている。 
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２．健康状態 

 ライフステージの視点とライフコースアプローチの視点を持ち、疾患の発症予防・重症化

予防に取り組み、本町の予防可能な疾患を明確にした健康増進事業が必要である。また生活

習慣の乱から生じる疾患を予防する事により、全てのライフステージの健康課題を改善し、

かつ次世代への健康づくりを実施する必要がある。 

（１）人口の状況から ライフステージに応じた健康づくり 

超高齢化時代を迎え、今後も更にその傾向が保たれると考える。健康な高齢期を送る為に、 

より若い世代からの健康観・健康に関する生活習慣が選択できることが必要である。 

（２）胎児期からの健康 ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

出産・育児期は最も健康に関する意欲の高まる時期でもあり、その期間に子どもだけでな

く保護者自身が自分の健康に関する意欲を持つ必要がある。また幼少期から健康な体づく

りに取り組むことや健康に対する知識を持つことが、生涯の健康な体を作り次世代を育む

基盤となる。 

（３）死亡の状況 性差による健康づくりの必要性 

早世や標準化死亡比、特定健診結果等から、女性の健康づくりに関する取り組みの必要性

があると考える。また早世では悪性新生物と心・脳血管疾患が増加傾向であり、これらは予

防可能な疾患であると考え、取り組みの強化が必要となる。 

（４）介護の状況 介護予防事業に早期から取り組む必要性 

令和４年度総給付費を見てみると、同規模市町村と比較しても高額であり、また介護保険

2 号認定者に関して、8 割が予防可能な基礎疾患を持っていたことから、疾患の一次予防の

みならず、医療を適切に受診できているかを確認し重症化を予防する必要がある。 

（５）医療の状況 

国保加入者の医療状況を見ると加入者は減少しているが、一人当たりの医療費は増加し

ており、入院の医療費が高額となっている。また精神疾患による医療費が国・県・同規模と

比較しても高額となっており、精神疾患に対する予防事業や福祉施策等が必要と考える。 

（６）健診の状況 健診データを個々の健康づくりに活用する必要性 

特定健診の受診率は毎年増加しており、健診結果について保健指導・相談を受ける方も増

加している。健診データ結果から個々が一人一人の健康問題に取り組めるような、個人に応

じた健康づくりが必要で、それを支える専門職の力量形成が必要となる。また 40 歳代～50

歳代にかけての特定健診受診率は男性の方が高く、女性の健康を守る為にも現状に留まら

ず、健診受診率上昇を推進する事は継続した課題である。また社会保険加入者の健康づくり

に関しても、保険者間での連携やＰＨＲ（パーソナルヘルスレコード）等を活用する健康づ

くりへの環境整備が必要となる。他には健診の未受診者や健康づくり事業で関わりにくい

住民に向けての、医療や他保険者との連携と協力が必要である。 
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（７）透析の状況 糖尿病性腎症による導入は減少 

海陽町の新規透析導入者を見ると、糖尿病を原因とする合併症での透析導入は３割を切

っている。透析の原因疾患として腎硬化症等の疾患によるものが多く、特定健診データを活

用した、腎機能低下の早期発見と早期治療や原因となる疾患の重症化予防が必要となる。治

療の管理値が良好に保たれる事により、緩解や透析導入を遅くすることが可能と考える。 

 

3．人口動態  

（１）人口構成  

全国的に少子高齢化社会を迎えており、海陽町の人口の推移を見ても、0～65歳までの人

口が推測より早く減少している。また 65歳以上に関しては、激減しておらず長寿社会を迎

えていることが分かる。このことからも健康な高齢者の社会参画や健康づくりが必要とさ

れる。 

 

人口の推移                                 表 1 

 

                                      表２ 

 

                                 令和２年国勢調査 

 

 

平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和2年

65歳以上 3654 3889 3900 3987 3873

15歳～64歳 6825 6171 5444 4451 3813

0～14歳 1625 1441 1098 818 623

高齢化率 30.2% 33.8% 37.3% 43.1% 46.6%

総人口 12104 11501 10442 9283 8358

令和２年度国勢調査より

3654 3889 3900 3987 3873
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（２）出生数  

出生数に関しては、年間約 30 人程度の出生数が見込まれている。しかし今後出産する年

齢の人口減少が予測され、更に出生数は減る見込みである。海陽町は最寄りの産婦人科まで

が車で 60 分以上かかる事から、突然のトラブル等が出現した場合に備えた行動が必要とさ

れる。また安全な出産を迎えられるための母体の健康づくりや、出産に対する知識を深める

必要がある。 

 

出生数の推移（Ｈ25 年～）                      表３ 

 
                            海陽町母子保健報告 

   表４ 

 

海陽町母子保健報告

   

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年 令和4年
出生数（人） 29 42 35 43 22 39 29 25 35 27

低体重児数（再掲） 4 6 3 3 1 4 4 5 1 2
低体重児割合％ 13.8% 14.3% 8.6% 6.5% 4.5% 10.5% 13.8% 20.0% 2.9% 7.4%
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4. 健康課題に関する状況 

（１）医療や介護・健診の受診状況の視点から見た海陽町の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表　全体の経年変化

様式5-1　国・県・同規模平均と比べてみた海陽町の位置

＊同規模より高いものに○印、↑↓は前年比

実数 実数 割合 実数 実数 割合 実数 実数 割合 実数 実数 割合 実数 実数 割合 実数 実数 割合 実数 実数 割合

734 108,537 20.2 741 114,823 20.2 732 112,089 19.1 753 122,022 19.6 775 123,812 19.7 793 126,095 19.7 798 128,241 19.9

23 1,804 0.3 15 1,946 0.3 21 1,941 0.3 18 1,794 0.3 14 2,294 0.3 14 1,845 0.3 12 1,858 0.3

19 2,504 0.4 16 2,492 0.4 15 2,348 0.4 12 2,228 0.4 10 2,183 0.4 9 2,164 0.4 11 2,143 0.36

168 23,622 20.9 165 25,557 21.3 155 24,838 21.5 164 27,496 21.9 163 27,564 21.9 174 28,943 21.7 167 29,698 22.2

427 59,333 53.1 438 63,736 53.4 427 61,864 53.7 419 68,300 54.8 431 69,121 54.8 459 71,017 53.9 438 71,816 54.3

186 29,308 26.1 191 31,917 26.6 184 31,490 27.2 198 34,284 27.3 211 35,384 27.8 225 37,215 27.9 238 38,803 28.8

492 67,349 60.4 491 72,144 60.5 476 70,093 60.8 479 77,225 61.9 485 78,048 62.0 507 79,957 60.9 494 80,726 61.2

193 30,670 27.8 186 32,336 27.3 185 30,897 27.1 176 33,105 26.9 187 32,370 26.2 176 32,571 25.0 161 32,065 24.5

45 10,614 9.4 51 11,669 9.6 54 11,660 10.0 66 12,871 10.1 68 13,200 10.5 75 14,049 10.5 80 14,596 10.9

424 57,551 51.5 403 61,988 51.8 414 60,191 52.2 424 67,575 54.2 432 68,255 54.3 441 70,421 53.6 439 71,354 54.0

324 40,349 35.9 311 44,120 36.6 328 43,407 37.4 320 47,973 38.3 316 48,825 38.7 328 50,141 38.2 327 50,284 38.3

認定あり

認定なし

1,366 1,364 1,330 1,298 1,274 1,283 1,267

1,067 986 927 874 839 784 734

620 584 538 498 496 469 433

1 116 0.2 1 121 0.2 1 119 0.2 1 148 0.3 1 148 0.3 1 147 0.3 1 147 0.3

7 1,095 2.1 7 1,138 2.2 7 1,138 2.4 7 1,155 2.4 6 1,146 2.5 6 1,162 2.5 6 1,162 2.5

45 17,429 34.2 45 17,242 33.8 45 17,544 36.8 45 15,763 33.2 45 15,814 34.3 45 16,065 35.0 45 16,065 35.0

12 1,904 3.7 12 1,935 3.8 12 1,944 4.1 11 1,662 3.5 11 1,679 3.6 11 1,730 3.8 11 1,730 3.8

30.2 ↑ 21.9 30.0 ↓ 23.7 26.7 ↓ 25.1 27.0 ↑ 27.7 30.2 34.3 27.7

3.4 ↓ 9.7 1.6 ↓ 9.5 2.0 ↑ 8.7 1.8 ↓ 6.9 2.3 1.4 1.2

8.4 ↑ 10.3 9.3 ↑ 10.3 8.5 ↑ 10.5 9.8 ↑ 10.9 8.7 8.0 8.4

9.5 ↓ 10.1 9.1 ↓ 9.2 9.2 ↓ 8.5 8.8 7.7 7.5 7.2 6.6

24.5 ↓ 18.9 24.9 ↓ 18.8 27.8 ↑ 18.6 28.7 ↑ 16.1 22.1 22.6 27.7

10.8 ↑ 15.1 11.4 ↓ 15.1 12.4 ↑ 15.4 11.6 ↓ 17.3 14.1 14.0 15.9

532,542 15位 (19) ↓ 482,662 20位 (15) ↓ 508,467 16位 (15) ↑ 509,037 21位 (15) 525,866 18位 (17) 540,650 19位 (18) 6.6 12,833 8.0

527,313 13位 (19) ↓ 531,527 10位 (18) ↑ 481,934 17位 (18) ↓ 493,732 23位 (20) ↓ 575,524 12位 (19) 555,748 20位 (19) 8.8 21,331 13.3

546,892 8位 (14) ↓ 577,679 5位 (14) ↑ 602,012 5位 (13) ↑ 575,466 8位 (14) ↓ 738,132 3位 (14) 685,943 5位 (12) ↑ 3.6 8,201 5.1

641,154 6位 (25) ↓ 528,277 19位 (22) ↓ 541,310 18位 (22) ↑ 572,092 16位 (24) ↑ 649,077 11位 (18) 628,828 22位 (17) 0.4 972 0.6

519,601 22位 (17) ↓ 456,286 23位 (15) ↓ 558,536 15位 (14) ↑ 597,770 12位 (14) 766,047 4位 (15) 666,213 10位 (15) 0.9 1,979 1.2

578,873 17位 (20) ↑ 417,153 22位 (19) ↓ 444,705 21位 (22) ↑ 516,748 22位 (22) 579,921 20位 (22) 554,059 23位 (24) 3.6 16,529 10.3

県内順位 403,950 16位 (27) ↑ 398,040 23位 (28) ↓ 439,390 10位 (28) ↑ 445,010 12位 (28) 447,016 13位 (27) 432,311 22位 (28)

順位総数25 639,543 11位 (12) ↓ 605,485 20位 (11) ↓ 565,376 24位 (11) ↓ 667,197 12位 (13) ↓ 756,823 3位 (11) ↑ 747,334 4位 (11) ↑

31,154 ↓ 27,860 ↓ 30,430 ↑ 28,232 ↓ 33,095 ↑ 42,846 ↑ 6.6 12,833 8.0

24,453 ↑ 21,774 ↓ 23,486 ↑ 23,895 ↑ 25,903 ↑ 28,261 ↑ 8.8 21,331 13.3

23,234 ↑ 22,429 ↑ 23,024 ↑ 22,121 ↓ 22,972 ↓ 23,064 ↓ 3.6 8,201 5.1

26,040 ↓ 22,123 ↓ 21,924 ↓ 20,984 ↓ 20,531 ↓ 20,960 ↓ 0.4 972 0.6

44,355 ↑ 39,772 ↓ 43,639 ↑ 36,155 ↓ 40,015 ↑ 34,569 ↓ 0.9 1,979 1.2

84,400 ↓ 71,903 ↓ 95,171 ↑ 53,684 ↓ 73,252 ↑ 58,406 ↓ 3.6 16,529 10.3

25,234 ↑ 24,599 ↓ 27,066 ↑ 26,946 ↑ 24,318 ↓ 28,202 ↑

60,016 ↑ 58,725 ↓ 64,792 ↑ 57,460 ↓ 76,721 ↑ 92,509 ↑

健診受診者

健診未受診者

健診受診者

健診未受診者

625 86,451 57.1 631 85,600 56.7 626 87,051 57.1 693 90,374 57.9 680 85,199 57.6 616 77,191 60.0 596 85,318 59.5

580 78,684 52.0 581 77,924 51.6 573 79,456 52.1 641 82,258 52.7 633 77,128 52.1 561 69,105 53.7 544 76,105 53.1

45 7,767 5.1 50 7,676 5.1 53 7,595 5.0 52 8,116 5.2 47 8,071 5.5 55 8,086 6.3 52 9,213 6.4

8,566

54.3

41.1

20.6

54.8

27.9

61.2

20.7

9.3

8,328

33,596 37,859

59.3

19.8

0.3

0.37

691.0 644.1

35.6 22.3

480,898
県内2位

28,570同規模7位

令和3年度

海陽町 同規模平均

割合

54.1

5.2

3,892 2,904

12,616 13,203

10,365

973

2,071

8,566

15,631

20,742

8,475

15,631

20,742

8,475

973

2,071

160,345,340 30.8

6,682,470 7.2

48,551,490 11.2

726.604 666.421

2.5

18.5

52.1

17.8

2,434 458,954

30.2

26.3

5.1医療機関非受診率 4.0↓ 4.5↑ 4.6↑ 4.4 4.1

医療機関受診率 51.1↑ 52↑ 49.7↓ 54↑ 55.2

57.4 KDB_NO.1

地域全体像

の把握
52.2⑦

健診・レセ
突合

受診勧奨者 55.1↓ 56.5↑ 54.3↓ 58.3↑ 59.3

39,17534,120 28839↓ 35,051 29,310 36,137 34,08132433↑ 33,618 31977↓ 33,226 29266↓

8552↓ 8,302 10,130 8,870 9,539 6,599生活習慣病対象者
一人当たり

9980↑ 7,663 7360↓ 7,539 9257↑ 7,866

13,49012,393 12375↓ 12,249 11294↓ 12,571 10951↓

2,938 3,888 3,127 3,559 2,272 KDB_NO.3

健診・医

療・介護

データから

みる地域

12,404 11,250 12,738 12,716

2,825 2848↓ 2,779 3572↑ 2,898 3247↓

⑥
健診有無別
一人当たり

点数

健診対象者
一人当たり

3883↑

12617↑

悪性新生物 2位 6位 2位 11位 2位 1位

21位 12位精神 21位 22位 19位 14位

24位 25位 20位 25位 22位 24位

3位 6位 2位 14位 11位 16位

脳血管疾患 22位 24位 22位 25位 24位 25位

22位脂質異常症 21位 23位 19位 23位 20位

20位 16位 8位入院の（　）
内は在院日数

高血圧 22位 24位 21位

23位 24位 19位 23位 14位 1位

腎不全

精神

悪性新生物

外
来

糖尿病

心疾患

腎不全

　

⑤

費用額
（1件あたり）

入
院

糖尿病

KDB_NO.3

健診・医

療・介護

データから

みる地域

高血圧

脂質異常症

脳血管疾患

心疾患

60,666,590 80,953,840 17.2 81,144,190 17.0 91,987,610 17.2筋・骨格 70,668,420 69,929,750 73,677,200

149,548,730 127,359,660 15.7 131,692,540 15.6 160,208,550 14.8精神 159,931,910 153,254,520 166,088,610

46,078,470 43,125,600 7.2 41,599,830 7.0 38,324,610 6.6高血圧症 62,388,020 56,077,460 54,628,310

51,297,690 50,240,350 10.8 46,356,400 11.1糖尿病 55,031,590 57,062,360 50,867,600

9,593,520 13,474,060 7.2 7,859,740 7.2慢性腎不全（透析あり） 22,143,930 9,833,110 11,654,070

29.3 199,503,230 30.0

KDB_NO.3

健診・医

療・介護

データから

みる地域

④

医療費分析

生活習慣病に
占める割合

最大医療資源
傷病名（調剤

含む）

がん 197,467,630 184,479,650 159,512,880 140,480,460 173,848,030

16.8日 16.8日20.0日16.8日 19.7↑ 16.4日 19.4日 16.4日 19.5日1件あたり在院日数 18.4日↑ 16.9日 18.1↓ 16.7日 18.5↑

4.5 3.4 3.44.94.0 3.2 4.２↑ 3.4 4.1 3.4件数の割合 4.0↑ 3.2 4.0 3.2

44.6 45.5 44.1 49.2 44.142.8 44.7↓ 43.0 48.2↑ 44.7 46.3入
院

費用の割合 46.7↓ 42.2 46.8↑

96.6 95.5 96.6 95.1 96.696.8 96.0 96.8 95.8↓ 96.6 95.9件数の割合 96.0 96.8 96.0

53.7 55.4 54.5 55.9 50.8 55.953.2↓ 57.2 55.3 57.0 51.8↓ 55.3外
来

費用の割合 53.3↑ 57.8

705.016 745.667↑ 716.085 747.429↑ 700.384 740.229受診率 735.94↓ 696.536 741.866↑

同規模21位 同規模30位
28,913 36,695

県内2位
28,570 KDB_NO.3

健診・医

療・介護

データから

みる地域の

健康課題

KDB_NO.1

地域全体像

の把握

同規模10位

704.215 712.555 666.421

27,686 32598↑ 27,879 34,714
県内7位

26,607 30076↓
県内9位

26,567 31515↑

③
医療費の

状況

一人当たり医療費 30802↑

23.8 31.7 22.322.4 29.6↑ 23.0 31.1↑ 23.6 30.4入院患者数 29.1↑ 22.3 29.8↑

716.3 676.8 709.8 680.4 680.8 644.1外来患者数 706.8↓ 674.2 712↑ 682.6 716.1↑ 693.1

4.3 4.5医師数 3.9 4.1↑ 4.3↑ 4.1↓ 4.2

16.9 17.2 17.7病床数 　14.7↑ 15.3↑ 16.1↑

診療所数 　2.3↓ 2.4↑ 2.5↑ 2.6 2.3 2.4

0.4 0.4

②
医療の概況

（人口千対）

病院数 0.3 0.3↑ 0.4↑ 0.4 0.4

25.8 25.830.2 27.3 28.8 27.3 28.2 26.4加入率 29.7 28.1 28.6 26.6

18.7↓ 19.0 18.539歳以下 20.3 19.9↓ 19.2↓

40～64歳 34.9↓ 33.6↓ 33.2↓ 32.7↓

47.6↑ 48.6↓ 48.8 50.665～74歳 44.7↑ 465↑

2,609 461,495 2,536 458,954

KDB_NO.1

地域全体像

の把握

KDB_NO.5

被保険者の

状況

32.2 30.9

27.4

2,934 509,754 2795↓ 477,309 2670↓ 475,085

　

① 国保の状況

被保険者数 3053↓ 509,665

4,763 4,373 4,676 4,3734194↑ 4,025 4231↑ 4,198 4,648 4,2864349↑ 4,026 4129↓ 3,956

8,418 8,970 8,743 9,014 9,246 9,0148305↑ 8,196 8677↑ 8,606 8926↑ 8,766
④ 医療費等

要介護認定別

医療費
（40歳以上）

7354↓ 8,329

285,999 274,578 290,464 274,500 290,464278,100 267691↑ 280,209 268659↑ 281,294 273,569施設サービス  267396↓ 280,516 264392↓

42,134 43,906 40,168 44,362 39,536 44,36240510↑ 42,403 41909↓ 44,292 42361↑ 43,553居宅サービス 　39414↑ 41,733

72,551 75,981 69,954 76,733 68,726 76,73368742↑ 68,805 71237↑ 71,732 73899↑ 75,448

③ 介護給付費

1件当たり給付費（全体） 　66864↑ 68,192

42.8↑ 40.9 41.4精神 　42.5↓ 41.6↓ 42↑

筋・骨格 　55.8↓ 53.8↓ 52.7↓ 54.3↑ 56.2 55.2

9.1がん 　　6.7↓ 6.6↓ 6.6 7.1 8.0

23.6 23.9 23.4脳疾患 　26.1↓ 25.6↓ 24.2↓

心臓病 　64.8↑ 64.4↓ 63↓ 62.7↓ 62.6 62.3

26.9脂質異常症 　24.5↑ 24.3↓ 24.2↓ 24.7↑ 26.8

55.1↓ 54.9 55.3高血圧症 56.2 55.9↓ 56.2↑

20.8↓ 20.7↓ 21.7↑ 22.4 21.3

② 有病状況

糖尿病 22.4

2号認定者 0.6 0.5↓ 0.5 0.5 0.4↓ 0.3↓

0.3

18.8↑ 18.5 18.5 19.0 19.5

KDB_NO.1

地域全体像

の把握

0.3 0.3 0.3 0.3① 介護保険

1号認定者数（認定率） 18.7

新規認定者 0.3

割合 割合 割合 割合 割合 割合

　　　　海陽町 同規模平均 海陽町 同規模平均 海陽町

令和元年度 令和2年度
データ元

（CSV）海陽町 同規模平均 海陽町 同規模平均項目

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

同規模平均 海陽町 同規模平均

資料 1 
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（２）ライフステージと生活・健康の状況 

 

 

 

 

 

 

 

ライフサイクルの視点での糖尿病プロセス計画～前年度評価からの事業計画・保健指導対象者の明確化から保健指導・評価の流れ～

健診等 妊婦 乳児健診 1.6歳児健診 3歳児健診 4.5歳児健診 就学前

簡易検査受診者 指導対象者 年度 受診者 指導対象者 受診者 指導対象者 受診者 BMI25以上 対象者 受診者
Ｒ2 59人 11人(18.6%)

Ｒ4 39人 6人(15.3%) 53人 9人(16.9%)

法律
健康増進法

母子保健法 学校保健法 労働安全衛生法 高齢者医療確保法

ラ

イ

フ

ス

テ
ー

ジ

産婦 子どもの生活習慣病予防健診（小６） 子どもの生活習慣病予防健診（中２） わかいし健診（16～39歳） 特定健診（40歳～64歳、65歳～74歳）（R3） 後期高齢者健診

対象者等

（Ｒ4）

妊娠届

31人
53人 36人 33人

１．1年間の実施体制（地区分担・業務分担）・保健指導対象者についての話し合い　　　　　　　　　　２．ライフサイクルの視点での課題解決・今年度の取組みについて保健師間・栄養士間で確認

38人

受診者

18人 3（16.7％） 72人 男性：18.2％女性：12.8％ 1,735人 1,148人（66.2％） 217人
33人

乳児期産婦 幼児期 若年期 中年期 高齢期 死亡学童

生活習慣の確立 生活習慣病予防 介護予防

妊娠・出産

生活習慣病予備群早期発見 生活習慣の基礎づくり 次世代を産み育てるための健康な体づくり 健診結果に基づく生活習慣の改善 加齢による疾病予防

事
業
計
画
作
成

年
間
を
通
し
て
実
践

評
価
／
次
年
度
計
画

D

 KDBによる病歴、治療状況等の確認

一
年
間
を
通
し
て
実
践

事
業
計
画
作
成

１．対象者・実施方法についての確認

１．現状と課題

①幼児期、学童期の肥満は、成人期の肥満に移行しやすく、将来の生活習慣病に結びつきやすいと

言われているが、海陽町の小・中学生の肥満の状況を見ると、男女ともに郡・県より高くなっている。

②血糖値上昇は、遺伝的要因の他にも、世帯での食生活等の生活習慣が大きく影響している。

これらのことから生活習慣病の発症、重症化予防のためには、生活習慣確立の土台となる乳幼児期

からの生活習慣病予防への早期介入が必要であると考えられる。

２．目的

生活習慣と関係の深い血糖値の検査を実施し、血液検査と自分の身体を結びつけて考えることで、

自分の生活習慣を見直し、将来の生活習慣病予防につなげる。

３．実施方法

・各学校・校医と相談し、従来の貧血検査と同時に血糖の項目を追加した血液検査を実施する。

・検査結果の意味や生活習慣病について理解し、自分の生活を振り返る機会とするために

「健診結果学習会」を実施する。

４．検査項目

・血糖検査：随時血糖、HbA１ｃ ・貧血検査：ヘモグロビン ・尿検査：尿蛋白・尿潜血・尿糖

＊学校で実施している、尿検査（尿蛋白・尿潜血・尿糖）、身長・体重の結果の把握

５．対象年齢

小学校6年生（希望者） 中学校2年生（希望者） 前年度フォロー対象者（希望者）

２．町内医療機関と契約

３．各小中学校養護教諭との打ち合わせ

４．各学校より、保護者へ問診票を送付し、希望を確認

５．各学校、養護教諭より、希望者一覧を保健師に送付

各学校での血液検査の実施
健
診
受
診

①各学校から保護者へ健診結果送付

②健診結果説明会・個人懇談時の結果説明について案内

③血糖検査・貧血検査身体測定・尿検査結果・問診票を学校より保健師へ送付

④健診結果説明会日程調整（養護教諭）

①子どもたちへの結果説明

各学校で健診結果説明会の実施（小6・中2：授業一コマ）

説明会後、個人ごとに血糖検査結果表保護者への説明文を配布

②保護者への結果説明（小6：全員・中学校：フォロー対象者）

養護教諭と個人懇談後の保健指導日程調整

保健師が手分けして、各学校で保健指導を実施

保健指導プログラム説明・再検査の勧め

保
健
指
導
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象
者
の
明
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化
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導
/
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価
/
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保健指導プログラムに沿った継続支援

〇再検査・二次検査対象者：再検査後に検査結果・資料送付

２

５

各学校ごとの実態（課題）を整理・共有

結果は、職員・住民が共有できる資料として作成し、共有

１

次年度の計画へ
ヘルスアップ報告書作成

＊年度ごとに健診結果を経年で整理

＊再検査実施者のHbA1ｃ変化を整理

７

４

①ログヘルスに検査結果入力

②個別に血糖検査結果表の作成

③食生活アンケートを基に個人ごとの栄養指導資料作成（栄養士・保健師）

④フォロー対象者への保健指導プログラムの作成

⑤新規対象者の個人カルテを作成

今年度結果、問診票から家族歴、既往歴を記入（会計年度職員）

⑥継続受診者のキャビネットから取り出し、今年度結果を記入（会計年度職員）

３

７．関係機関との共通認識。

母子保健連絡会、生活習慣病対策推進会議での情報共有・意見交換

＊保健指導後に記入した個人カルテを保健師全員が回覧し、情報共有を図る６

８

ログヘルス

①

② ③

④

⑤

⑥

⑦

個別

集団

ログヘルス

④

６．再検査未受診者への再勧奨通知 ⑥

B C

申
請
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診
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事
業

病
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子
育
て
支
援

妊 娠 出 産 乳児期 幼児期 学童期

妊娠届 出生届

かいよう子育て応援室「あ

すも」で母子健康手帳やプ

レゼントなどをもらいま

しょう。
※保健師が個別に対応します。
時間に余裕をもって、海部庁舎

におこしください。

妊婦健診の交通費助成

（県外健診費用の償還払い）

こどもあゆみ医療・児童手当など（各庁舎窓口）

ベビー用品のレンタル／購入補助 （チャイルドシート・ベビーカー・ベビーベッド）

妊婦一般健康診査１４回分

妊婦歯科健診

骨盤ケア教室・まるまる体験会

助産師相談室

産前ケア事業

妊婦訪問

新生児聴覚検査

乳児一般健康診査（病院） ２回

赤ちゃん訪問・産後ケア

げんきひろば（乳幼児相談）・助産師相談室

乳児健診

母の産後健康チェック

離乳食教室（４ヶ月・７か月）

１歳６ヵ月児健診

２歳児健診（希望者）

３歳児健診

４・５歳児健診

股関節脱臼検診

就学前健診

海部庁舎 奥浦字新町４４
（ピア海部の近く。公民館と直結）

１階 かいよう子育て応援室「あすも」
子育て総合拠点

子どもあゆみ保健課
２階 社会福祉協議会

３階 あのね・ファミサポ

げんき広場（健診会場）

〈３歳まで〉

〈小学６年まで〉

教育委員会
就学前スクリーニング

令和５年度 海陽町役場 母子保健・子育て支援状況について

相談・サービスの総合窓口 かいよう子育て応援室「あすも」（母子健康支援センター） ☎ 0884-73-4311

こどもの生活習慣

病予防事業

思春期体験学習

保育所・幼稚園の

食育推進活動
（管理栄養士）

海陽戦隊ゲンキ

レンジャー

子どもあゆみ保健課 （保育所入所・一時保育・予防接種・ショートステイ・福祉サービスなど） ☎ 73-4313

地域子育て支援センター あのね （遊び・イベント・相談） ☎ 74‐3112

かいようファミリー・サポートセンター ・ リユース事業

詳しい内容や日程は母子保健カレンダーをご確認ください。

育児相談・講演会（小児科医）

発達相談・発達検査（心理士）

のびのび教室（特別支援教育士）

視力・聴力相談（視覚聴覚支援学校）

遊びの相談（作業療法士）

言語相談 （言語聴覚士）

就学相談 （特別支援教育士スーパーバイザー）

お気軽にお問合せください♪

LINEで予約
あすも公式LINE↓

産婦健診（病院）２回
新

出産・子育て応援交付金＋伴走型相談＋１歳での子どもあゆみ給付金

新

新

１．胎児期からの生活習慣病予防

開業助産師による骨盤ケアを強化して実施

妊娠中の食事への介入

〇体重増加不良の軽減

〇妊娠期ごとのカロリー増加について

〇週数や妊婦結果に合わせて管理栄養士

が栄養指導

妊娠期の胎児の栄養不足による、赤ちゃん

の将来の生活習慣病発症リスクを減らすこ

とにつながる（DoHaD学説）

妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群への介入

〇骨盤ケアで妊娠中のつらさを軽減、

切迫早産予防や安産にむけてのセルフ

ケア継続を支援

〇胎児の環境が整う

〇母乳育児や楽しい育児につながる

〇産後も乳幼児相談と同時開催で参加し

やすく、次の妊娠への準備ができる

体づくりを支援

２．乳幼児期からの生活習慣病予防

２．産後簡易検査からわかいし健診へ

３ヶ月後に改善見られない方

貧血やコレステロールが気になる方

妊娠糖尿病等への継続支援

世帯や次世代への健康づくり

計画  ３ 口 機   への介入
   生士による口 機   への  は継続

  乳食の取り  の確認と情報  

 か りとり、手 か 食 の確認と情報  

 個の発 に合わせた 乳食 態への情報  

 口 マッ ージ・口 体 の情報  

【産後簡易検査】産後２ヶ月以降の母を対象に、簡易の検査を乳幼児相談時に実施

（体重・体脂肪率・HbA1ｃ・血糖値・血圧・尿検査、保健栄養相談）

＊妊娠中に血糖値異常があった方（妊娠糖尿病）尿検査異常や高血圧がみられた方が産後の体の状態を確認

＊妊娠中に体重増加が少なくて産後早期に痩せてしまう方、逆に産後肥満がみられる方への栄養や生活を見直す機会

※HbA1ｃ５．６以上等、フォロー対象者は３ヶ月後に再検査を実施

次年度の計画へ ヘルスアップ報告書作成

継続課題
計画  １ 肥満児への介入

   期から家族の食生活への保健・栄養指導

 ご の 食が く、   取にも 目していく

  中期以 に栄養士が介入する機会をつくる

 乳児期に 化して、情報  、生活習慣への介入

早期介入の継続（子ども ートの活 ）

 保  ・ と連携しての対策

肥満度やカ プ指数を ての  や、成長  での

確認を  いします。（ せや 加  も 意）

わかいし健診を案内。

結果によって受診勧奨や発症予防で継続フォローへ

妊娠前の体づくりへ

計画  ２ 生活  ムへの介入

 対象者をし り、  の  があるケースへの介入

  児を継続  できるよ に各相談機会を活 

   期からの介入

 談機会を確保していく

 発 検査や教 の機会を  して確認や介入

総合的に理解するための情報  

各  職から児に した入 導入や び等の

  をいただく

 ち   問時から
理 の  時間、 
 時間について 伝
え。乳児期は  も
しやすい。

   回 談時の
  ・  時間の 
問結果を 計してい
く

①

②

課題整理

③

 KDBによる病歴、治療状況等の確認

一
年
間
を
通
し
て
経
年
受
診
、
新
規
受
診
へ
の
取
組
を
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事
業
計
画
作
成

１．実践スケジュール作成
２．未受診者対策・健診結果説明会の計画
①今年度の戦略についての話し合い

○国の制度の流れ、受診率や医療費等、町の実態、保健指導教材の中から住民さ に伝えたいこと
②担当保健師が計画（優先順位） ＊必ず経年受診を必要な人を忘れない。＊各 区担当毎の昨年度受診者の名簿抽出し

①40歳 めて受診者②健診中 者③未受診者の掘り こし（40歳・50歳代）④ ピータの確保⑤対象者に応 た時期に受診勧奨

＊ 問時携帯するもの

①今年度の受診勧奨の資料 ②健診スケジュール ③  者 問連絡票 ④健診受診者に前年度郵送した結果等

３．国保連合から送られてくる対象者を各 区担当者に添付：健診管理台帳を各 区担当が整理

４．各担当の昨年度の受診者及び受診日を各担当に一覧表を送付（受診勧奨を効果的な時期に実施）

健診管理台帳で受診確認。 区担当による未受診者の拾い出し

①未受診者への受診券再発行

②つなまる、KDBを活 し、検査データの揃っている方を拾い出し、 区ごとの ストを作成

➂見なし健診の  いに 区担当で 問
～医療との連携で経年受診につなげる～ 〇見なし健診 〇追加健診

★階層化した対象者には必ず介入 仲間で確認

まずは住民に健診を受けてもらえることからスタート。 区担当ごとに計画を立てた未受診者 問

健
診
受
診

①毎月、受診者の健診結果を健康管理システムに取り む（20日以 ）

②受診者全員の健診結果経年表、健康手帳添付 紙、全員に配布する資料を印刷

③1人ずつ資料を組 、 区担当ごとに分けて配布（会計年度看護師）

④保健指導対象者の保健指導プログラム作成。保健師ごとに配布（プログラム作成担当保健師）

Ｈ19年 Ｒ3

15.4％ 66.2％（1,148人）

個別

毎月、各 区で結果説明会
（国保だけではなく、健診結果を持参した人は、医療保険関係なく参加できる）

 区担当による 問（説明会 席者） （ 区担当は概ね10年）

住民さ の声や生活を教えてもら 

継続受診率 82.8％（Ｒ2-Ｒ3） 県内2位

ログヘルス
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 団

保健指導プログラムに沿った継続  

〇発症予防対象者（ＨｂＡ１ｃ６．４以下）：3ヶ月後の簡易検査

〇重症化予防対象者（コントロール  者）：定期的に 問・連絡・病院での検査結果確認

※糖尿病連携手帳による受診勧奨、かかりつけ医と直接相談 （医療連携）
※栄養指示書を活 した栄養指導

２

５

○台帳の中で確認出来ていない対象者いないか。 （未受診・施設入 ・後期移行・死亡など）

○数値の把握（医療機関の検査・次年度健診結果）

健診を受診していない対象者は、受診勧奨、またはレセプトで確認

40-74歳

各 区の糖尿病の実態（課題）を持ち寄り整理・共有

KDB★ めて受診【全員 問】

医療費、合併症（町全体・ 区別）

結果は、職員・住民が共有できる資料として作成し、共有

１

９

次年度の計画へ

ヘルスアップ報告書作成

６．健診受診者全ての人に対して「なぜ健診なのか」「健診で何がわかるのか」等ポピュレーションアプローチ

ＤＭ連
携手
帳

KDB

（年度末） 糖尿病管理台帳への整理【 区担当者】

７

４

ログヘルスからヘルスラボツールデータの取り  ：新入力シート作成・一覧 作成ツールで階層化

①新入力シートを保健師全員にデータ送付（各担当が必要な保健指導資料準備に活 ）

②階層化担当が階層化（保健指導対象者別）後に担当名を記入した一覧を保健師全員に回覧、確認、修正を行 

③確認、修正後に対象者一覧を全員に配布
④受診者の個人カルテをキャビネットから取り出し、今年度結果を記入（会計年度看護師）

⑤担当ごとにKDB、つなまる等を活 し、病歴、治療状況等の確認や必要な保健指導教材を準備する

ヘルスラボツール

３

KDB

７．管理職、事務職、住民との共通認識。

生活習慣病対策推進会議、広報等での「健診受診率」「医療・介護費」等の状況について、公表と情報共有

ヘルスラボツール

＊保健指導後に記入した個人カルテを保健師全員が回覧し、情報共有を図る

＊階層化一覧表への保健指導実施日の記入（保健指導対象者を忘れない）
６

８

つなまる

つなまる

ヘルスラボツール

つなまる

ヘルスラボツール

ログヘルス

つなまる

ヘルスラボツール

８．保健事業  評価委員会への報告・助言・取り組 の見直し等

５．  医（腎臓・糖尿病）から症例検討会を通してアドバイスをいただく（年２回ずつ）

① ②

③

④

⑦

⑨

⑩

③

④

⑧

⑥

⑤

⑨

⑦

A

資料 2 
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４ ライフステージ・課題別の健康づくり 

1. 前計画の評価 

けんこう海陽 21 を平成 19 年度に策定してから約 20 年間、一次予防に重点を置き、また

ライフサイクルの視点で健康増進事業を実施してきた。こうした取り組みは、国の健康増進

計画に基づいて海陽町独自の目標と評価等を掲げ、健康増進事業を継続し実行できたこと

にある。 

 健康増進計画を実施していく中で健康寿命の指標である「日常生活に制限のない期間の

平均」は令和 4 年度において、男性 78.9 歳、女性 83.3 歳と延伸されている。生活習慣の改

善、生活習慣病の発症予防・重症化予防、社会環境の改善等により、健康寿命の延伸を目指

すことは、健康づくりにおいて引き続いて最も重要な課題である。より具体的な健康づくり

を推進するために、各年代の健診受診結果等をベースに、地域での健康増進活動等を通じて、

関連機関と共に地域での全世代の健康づくりに取り組む事が望まれる。 

また健康かつ長寿である為には、若年層から健康づくりへ留意し、個人が正しい生活習慣

を選択し健康に関する生活習慣（食事や運動、生活リズム等）が改善される事は重要であり、

どの世代でも正しい生活習慣が選択でき、ひいては疾患を予防するだけでなく、より健康で

ある状態を長く保てるように取り組みを推進する必要がある。 

また子どもに関する項目の改善が少なかったことから、より若年層からの健康づくりを

推進する事が必要で、保護者を含めて波及効果のある保健事業の展開が必要である。他には、

標準化死亡比等の統計データや、各種健診・がん検診受診率、喫煙や飲酒の問題等に対する

評価で、多くの健康課題が女性に課せられていると考えた。女性特有のホルモン分泌に伴う

心身の変化等について、より丁寧に女性の健康をとらえる必要がある。 

その他、感染症対策により習慣化した外出控えが改善され、健康づくりの第一歩として、

身体活動・運動があることを理解し、取り組める環境を作る事も必要である。特に若年層・

子育て世代の運動への理解と取り組みを推進する必要がある。また、各年代の肥満者が増加

傾向であることや、高齢女性や若い女性に関しては痩せが増加する傾向にあり、ライフコー

スアプローチを踏まえ、全世代に向けて適正な体重や個々の体質等についての知識を普及

する事が必要である。 

疾患を予防する具体的な視点としては、特定健診等を評価基準とした、生活習慣病関連の

動行を観察する必要がある。その動向から脳血管疾患・心疾患等について、健診結果をベー

スに予防可能な対象者へ保健指導を実施する必要がある。第２次計画では、おおむね循環器

疾患に関する評価は改善傾向であったが、若い世代の健診受診者が少ない傾向であった。自

覚症状の出ない生活習慣病に関しては、健診を定期的に受診する事でその傾向を知ること

が出来るため、継続した健診受診が出来るように関わることが必要である。 
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（１） 前計画の分野別評価 

   

け こ 海陽２１（第2次）分 別目標 資料1

目標値
（最終年度直近値）

評価（Ｒ４） 評価（Ｒ４）

全出生児中の低出生体重児の割合の減少 14.2% Ｈ２３ 17.6% Ｈ２６ 減少 0%（Ｒ３） Ａ

 正な体重の乳幼児が える ①1.6歳児②3歳

児③4.5歳児の 正体重児割合

①１００％

②９０．７％

③９７．２％

Ｈ２３
①９７．３％

②９８．０％

③９５．８％

Ｈ２８ 100% ①～③100％ Ａ

 正体重の子どもの 加

（小学校5年生の中度・高度肥満傾向児の割

合）

男子：４．２％

女子：５．４％
Ｈ２３

男子：１３．６％

女子：４．８％
Ｈ２９ 減少

男子：16.0％
女子：8.3％

Ｄ

 ・昼・夕の3食を必ず食 ている事に気を付け

て食事をしている子どもの割合

（※①1.6歳②3歳③4.5歳児）

①～③１００％ Ｈ２３ ①～③１００％
①②Ｈ２８

③Ｈ２９
100% ①～③100％ Ａ

食事内容に  を組 合わせる子どもの割合

①1.6歳児：毎食②3歳児：毎食③4.5歳児： 食

①２０．４％

②２８．３％

③５２．８％

Ｈ２３
①４２．１％

②３０．６％

③６０．４％

①②Ｈ２８

③Ｈ２９
 加

①47.1％
②29.4％
③51.5％

Ｄ

幼児期から外 びが出来る子どもの割合　①3

歳児②4.5歳児（休暇中の外 び時間が30分以

上の者）

①９４．４％

②９５．１％ Ｈ２３
①８７．８％

②１００％
①Ｈ２８

②Ｈ２９

維持

または 加

①91.2％
②97％

Ａ

小学校5年生で週3回以上運動している児童

（※社会体 に参加している児童、または同等

の運動をする児童）

※４７．６％

（週２日以上）
Ｈ２３

全体３６．９％

男子：３１．８％

女子：３８．１％

Ｈ２９  加 Ｅ

  時間の遅い乳幼児を減らす

①1.6歳児②3歳児

①１８．１％

②３７．７％
Ｈ２３

①２６．３％

②３４．７％
Ｈ２８ 減少

①5.9％
②14.7％

Ｂ

未成年の飲酒をなくす

３．３％（１人）

※２０歳代の飲酒の い者 Ｈ２３ 減少 9.5％（2人） Ｄ

未成年の喫煙をなくす
２０．０％（６人）

※２０歳代の喫煙者数 Ｈ２３ 減少 9.5％（2人） Ａ

  中の飲酒をなくす 0.0% Ｈ２３ 2.6% Ｈ２８ 0% 0% Ａ
  中の喫煙をなくす 5.0% Ｈ２３ 5.3% Ｈ２８ 0% 7.6%(2人） Ｄ
3歳で  の無い者の割合 80.7% Ｈ２4 維持 97.1% Ａ
12歳児の  平均本数 ３．０６ Ｈ２４ ２ 0本（令和5年度） Ａ

が の年齢訂正死亡率の減少
男性：１０３

女性：９６
Ｈ２２

男性：９５

女性：１１２
Ｈ２８ 減少

男性：101

女性：102 Ｂ

・胃が 
男性：１１．７％

女性：１０．０％
Ｈ２３

男性：９．２％

女性：７．２％
Ｈ２８ 20%

男性：10.6％
女性：7.5％

Ｂ

・肺が 
男性：１５．０％

女性：１６．１％
Ｈ２３

男性：１３．３％

女性：１６．４％
Ｈ２８ 20%

男性：18.3％
女性：21.8％

Ａ

・大腸が 
男性：１１．４％

女性：１２．９％
Ｈ２３

男性：１３．４％

女性：２０．５％
Ｈ２８ 30%

男性：17.0％
女性：27.6％

Ｂ

・子宮が （子宮が は20歳～） 20.4% Ｈ２３ 15.8% Ｈ２８ 30% 19.2% Ｃ
・乳が 31.1% Ｈ２３ 19.5% Ｈ２８ 40% 20.4% Ｄ

・胃が 
男性：８８．２％

女性：８８．８％
Ｈ２３

男性：57.1％
女性：50.0％

Ｄ

・肺が 
男性：８５．７％

女性：１００％
Ｈ２３

男性：66.7％
女性：87.5％

Ｄ

・大腸が 
男性：６１．５％

女性：７３．３％
Ｈ２３

男性：63.3％
女性：71.0％

Ｃ

・子宮が （子宮が は20歳～） 100% Ｈ２３ 100% Ａ
・乳が 87.5% Ｈ２３ 87.5% Ｃ

・脳血管疾患
男性：１３１

女性：９８
Ｈ２２ 減少

男性：101
女性：97

Ａ

・虚血性心疾患
男性：１３６

女性：１０１
Ｈ２２ 減少

男性：106
女性：114

Ｃ

・高血圧の  

（140／90ｍｍｈｇ以上の者の割合）

男性：２８．７％

女性：１９．４％
Ｈ２３

Ｈ２０年と比較して２

０％減少
男性：25.7%
女性：20.5%

Ｃ

・脂 異常の減少（ＬＤＬコレステロール値160以上

の者の割合※または総コレステロール異常の者の

割合）

男性：７．１％

女性：１４．１％
Ｈ２３

男性：７％

女性：10％

男性：10.2%
女性：12.3%

Ａ

メタボ ックシンドロームの該当者及び

予備軍の減少

男性：３９．７％

女性：１４．３％
Ｈ２３

Ｈ２０年と比較して２

０％減少
男性：32.0％
女性：12.7％

Ｂ

・特定健診の受診率 40.0% Ｈ２３ 53.5% Ｈ２８ 65.3% Ａ

・特定保健指導の修了者割合 94.4% Ｈ２３ 100.0% Ｈ２８ 98.7% Ａ

・20．30歳代検診受診率の向上 ８３人 Ｈ２４ 110人 Ｈ２９  加 69人 Ｄ

分 
町の現状

(2次計画）
中間評価（Ｈ２９）
（ 字は  無し）

次

世

代

の

健

康

循

環

器

疾

患

◎脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少（10万あたり）

◎特定健康診査・保健指導の実施率の向上

第２期医療計画に併

せて設定

が

 

◎が 検診受診率の向上（40歳～６９歳）

◎が 検診精密検査率の向上

100%

資料 3 
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目標値
（最終年度直近値）

評価（Ｒ４） 評価（Ｒ４）

糖尿病性腎症による年間新規導入者数の減少 ０人 Ｈ２３ 維持 ０人 Ａ

治療継続者の割合の 加（ＨｂＡ１ｃ６．５%以上の者
で、治療中と回答した者の割合） 53.5%（４５人） Ｈ２３ 65.0% 69.4%（111人） Ａ

血糖コントロール指標に けるコントロール  者の
割合の減少（ＨｂＡ１ｃ８．４%） 0.7%（７人） Ｈ２３

維持
または減少

0.9％(9人） Ｄ

糖尿病有病者 加の抑制（内服またはＨｂＡ１ｃ６．５%
以上の者の割合） 3.8%（３９人） Ｈ２３

維持
または減少

15％（157人） Ｅ

２０．３０歳代健診受診者の高血糖の者の減少（ＨｂＡ
１ｃ５．４%以上） 50.6% Ｈ２４ 40.0% Ｈ２８ 30.0% 42.0% Ａ

６０歳代の咀嚼 好者の割合の 加 91.8% Ｈ２４ 維持 91.7% Ｂ

４０歳で喪失 の無い者の割合の 加 70.0% Ｈ２４ 85.0% 95.0% Ａ

６０歳で２４本以上の自分の を有する者の割合（５５
歳～６５歳）

54.4% Ｈ２４ 65.0% 69.2% Ａ

２０歳代に ける 肉に炎症 見を有する者の割合
の減少 23.1% Ｈ２４ 15.0% 26.7% Ｄ

４０歳代に ける進行した 周炎を有する者の割合の
減少

45.0% Ｈ２４ 35.0% 減少（5.0％） Ｅ

６０歳代に ける進行した 周炎を有する者の割合の
減少 64.7% Ｈ２４ 55.0% 減少（8.3％） Ｅ

過去１年間に  健診を受診したことのある者の割合
72.0% Ｈ２４ 維持 59.3% Ｄ

・２０．３０歳代女性のやせの者の割合 26.4% Ｈ２４ 24.6% Ｈ２８ 20.0% 25.0% Ｃ

・２０．３０歳代男性の肥満者の割合 30.0% Ｈ２４ 26.5% Ｈ２８ 減少 36.3% Ｄ

・４０歳～６０歳の男性の肥満者の割合 30.4% Ｈ２３ 35.2% Ｈ２８
維持

または減少
38.1% Ｄ

・４０歳～６０歳の女性の肥満者の割合 19.0% Ｈ２３ 24.2% Ｈ２８ 17.0% 32.6% Ｄ

・低栄養傾向（ＢＭＩ２０以下）の高齢者の割合の 加

の抑制　（特定健診受診者65歳～75歳）
16.6% Ｈ２３

全体：

15.5%男

性：12.1%

女性：

18.3%

Ｈ２８ 維持

全体：17.8%
男性：9.8%
女性：24.4%

Ｃ

・ 食を 食をしない者の 加（２０歳～６４歳） 88.0% Ｈ２４ 90.2% Ｈ２８ 95.0% 87.1% Ｃ

・２０歳～６４歳
男性：４１．５％

女性：２３．１％
Ｈ２４  加

男性：31.1％
女性：25.1％

Ｃ

・６５歳以上
男性：４４．９％

女性：４４．７％
Ｈ２４  加

男性：40.9％
女性：32.3％

Ｃ

休

養 睡 による休養を十分とれていない者の割合の減少 24.7% Ｈ２４ 減少 22.0% Ａ

飲

酒

生活習慣病の スクを高める量を飲酒している者の割合の

減少（エタ ール量：男性４０ｇ　女性２０ｇ）
男性：１１．１％
女性：７．４％

Ｈ２４ 減少
男性：14.5％
女性：7.8％

Ｄ

喫

煙
成人の喫煙率の減少 11.8% Ｈ２４ 減少 11.9% Ｃ

こ

こ

ろ
自殺者の減少 ０％（０人） Ｈ２２ 維持 0人 Ａ

介護保険 ービス  者の 加の抑制
※一人あたり介護給付費の減少）

※1件当たり給付費

68.742円
Ｈ２２ 維持

※1件当たり給付

費

69.038円
Ａ

足腰に痛 のある高齢者の割合の減少（千人あたり）

※介護保険：日常生活圏域ニー 調査等のアンケー
ト結果参考

※２８．９％ Ｈ２３ 維持 Ｅ

運

動

運動習慣のある者の 加

高

齢

者

の

健

康

分 
町の現状

(2次計画）

中間評価（Ｈ２９）

（ 字は  無し）

糖

尿

病

 

・

口

 

の

健

康

栄

養

・

食

 正体重を維持している者の割合の 加（ＢＭＩ２５以上、１８．５未満の減少）

 切な量と の食事をとる者の割合の 加
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最終評価の結果 

（２）最終評価では、各項目についてデータ分析等を踏まえ以下の 5 段階で評価を実施し

た。 

【最終評価の評価区分】 

 

 

（３）分野別目標から見た評価 

 〇次世代の健康   71.4％の改善 

 〇がん       45.4％の改善 

 〇循環器疾患    50.0％の改善 

〇糖尿病      60.0％の改善 

〇歯・口腔の健康  42.8％の改善 ただし評価項目の再検討を要する 

●栄養・食 ●運動 変化無し・改善無し 

〇休養 〇自殺者の減少 〇介護保険 ほぼ 100.0％の改善 

●飲酒 ●喫煙   改善無し 

該当項目

Ａ 目標に した 21項目（35.5％）

Ｂ 目標に していないが、  傾向にある 6項目（10.1％）

Ｃ 変わらない 12項目（20.3％）

Ｄ 悪化している 15項目（25.4％）

Ｅ 評価困難 5項目（8.4％）

59項目

評価区分

合計項目数

※評価項目中の赤字は改善の少なかった項目、青字は中間評価・報告会にて変更した項目。 

  なおＨｂＡ１ｃに関しては前回ＪＤＳ表示であったが、ＮＧＳＰ表示に変更して記載。 

評価データベースとして下記の資料を活用 

①徳島県人口動態データベース 

②徳島県保健衛生統計年報・地域保健報告 

③海陽町総合健診結果（２０．３０歳代健診・後期高齢者・生活保護等） 

④海陽町特定 

健診結果 

⑤海陽町国保レセプト・身体障害者交付状況 

⑥海陽町母子保健事業 

⑦学校保健統計 

⑧海陽町教育委員会資料 

⑨海陽町介護保健事業報告 
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（４）諸活動の評価  

けんこう海陽２１（第 2 次）における、評価項目は約半数が改善しているが、分野別目標

により改善の無い項目や変化の無い項目が見られた。 

 

2. 健康増進への取り組み ～分野別・項目別健康課題～ 

 生活習慣病予防とライフコースアプローチを踏まえた保健活動が必要とされている。保

健指導対象者を明確にし、科学的な根拠を基本に個人が自分の健康を保持・増進できるよう

に、各世代における取組を実施しなければならない。 

 

（１）次世代の健康づくり  

健やかで心豊かに人生を送る為には、その基本となる次世代の健康づくりが重要となる。

ライフコースアプローチを踏まえた取り組みに、前計画以上に継続して取り組む必要があ

り、妊娠から出産を経過し育児にあたる経過が最も健康に対しての意識や意欲の高まる時

期であることや、子どもの生活習慣病予防事業等を経て、自らが健康をつくる意識を形成す

る事は、生涯の健康づくりの基本であり、また新たな次世代を育む基盤となる。 

【現状と課題】 

① 生活リズム  

幼児健診結果において、生活リズムに関して改善が見られ、母子保健事業の中で保健指導

を強化した取り組みの効果が出ていると考える。しかし、今後の課題として社会環境が夜型

生活になる傾向や、妊娠しても出産まで仕事をする母親が増える中で、胎児期から子育て期

全般において子どもの正しい生活リズムを理解し、工夫できる力を付ける事が必要となる。 

② 食  

幼児健診データでは野菜をメニューにつける等が多く見られ改善と捉えるが、菓子パン

を朝食に選択する、炭水化物のみで朝食を摂取する等もみられた。野菜の代わりに果物とし

て、バナナを選択する事や個包装の菓子パン（スティックパン等の菓子パン）などを利用す

る保護者が多く、簡便な方向に食習慣が流れる傾向が感じられる。児童生徒では、小食や主

食を食べずに菓子やジュースを食べる等もみられた。食に関して、野菜や過剰に摂取しがち

な食品等の栄養素について理解し、食品を正しく選択する力が必要な事と、その組み合わせ

について知識を身に付ける必要がある。 

③ 運動  

幼児期の外遊び等は改善が見られたが、児童・生徒の運動量については二極化が見られ、

毎日運動に取り組むグループとそうでないグループがみられる。また生徒においては性差

が見られ、女子の運動量が少ない傾向があった。分科会では、子育て世代の保護者の運動へ

の取り組みが少なく、それによる運動習慣の減少がみられるとの意見や、個々による価値観

の相違や、学校における社会体育の持つ役割の変換期でもある事から、さらに運動に取り組
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みにくい現状があるとの意見がでた。 

④ 肥満の問題  

幼児期の肥満に関する問題は改善傾向にあるが、小学校 5 年生の肥満の問題は解決して

おらず、特に男児については全国や徳島県と比較しても肥満児が多い状況である。女児に関

しては国や県よりも低い状況であった。これは 20 歳代 30 歳代の健診結果の肥満の割合と

性差と同じ状況であり、保護者も巻き込んだ正しい体重や体格に関しての取り組みが必要

であると考える。 

⑤ 飲酒・喫煙  

若い世代の飲酒、喫煙についての項目に関しては改善が見られなかった。特に 20 歳代の

健診受診者や妊娠届の結果から、女性の喫煙・適正な飲酒に関して、悪化傾向にあるのでは

ないかと推測した。女性の社会進出や多様な価値観の広がり等により、喫煙・飲酒等にも寛

容で接する機会が増えている事が関連していると考える。次世代を育む健康な体づくりを

推進するためにも、子どもを産み育てる世代の喫煙と飲酒に関して、適切な知識をより若い

世代から普及する事が必要であると感じた。 

【対策】 

健康な生活習慣の確立 ※●発症予防事業 ◎重症化予防対事業 

●母子手帳交付時の個別面接等を通じて、妊娠中の体づくりや必要な栄養素等の知識、妊娠

期間中の母体の変化による、将来予測される疾患等についての学習を勧める。 

●骨盤ケア教室や助産婦相談・保健相談等を通じて、安全なお産を迎えられるようにサポー 

トする。また適切な栄養量と体重増加について個々に合わせた指導を実施する。 

●出産前から個々の予防可能な疾患に関しての知識を普及し、産後簡易検査等から産後か 

らの健康づくりを具体的に理解できるように対応する。また保護者の健康づくりについて、 

乳児期から保護者と共に考え取り組む。 

●妊娠中から母体の精神的疾患・不安等について早期から相談にのり、出産・育児の期間の 

不安や治療について適切な対応が出来るように、医療やアンケート結果等を活用し対応す 

る。 

●乳児幼児期の健診を実施し、各月齢に応じた栄養・保健指導を実施する。特に生活リズム 

は出生前から確立されることから、胎児や乳児の発育に適した環境を整える事等を保護者 

に伝える。また適切な体重増加や離乳について保護者とともに解決にあたる。 

●幼児期の食生活・生活リズムに関して、保育所や幼稚園と共に考え、適切な環境や栄養が 

自宅でも選択できるように、食育や睡眠に関する啓発事業と個別指導を実施する。 

◎糖尿病・高血圧症・腎臓病等のハイリスク者を妊婦健診から明確にし、妊娠中からの疾病 

予防に取り組む。またハイリスク者以外の産後簡易検査や、わかいし健診から適切な栄養摂 

取等について個別に指導を実施する。また妊娠の経過に関して医療との連携を図る。 

●子どもの生活習慣病予防事業を継続実施し、生活習慣の様子や食の習慣について、適切な 

生活習慣が確立され、必要な栄養素が過不足なく摂取できるように検査結果を活用した個 
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別相談と集団学習を各学校と協力して実施する。 

◎子どもの生活習慣病予防事業から、ハイリスク者（家族歴・高血糖）への二次検査・再検 

査を勧め早期からの栄養指導を実施する。 

●海陽町母子保健連絡会を開催し、在宅児から保育園・幼稚園・小学校・中学校までの子ど 

もを取り巻く課題、その原因となる環境などを共有し課題に取り組む。 

  

（２）がん  

生活習慣により予防されるがんは多く、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲

酒、喫煙等についての健康増進施策を継続する事は、疾患による人生の質を悪化や、医療費

を抑制する事に繋がる。日頃からの生活習慣の問題を具体的に意識出来る、健診等を定期的

に受診する必要がある。また早期に病変に気づくため、各種がん検診やがん精密検査を確実

に受診する事で重症化を予防する事も大切である。 

  

【現状と課題】 

①  がん検診受診率 

肺がん検診・大腸がん検診は男女ともに上昇し、子宮頸がん検診・胃がん検診には横ばい

の状況で、乳がん検診は低下していた。徳島県全体での評価として、県内で海陽町の肺がん

検診・大腸がん検診の受診率が上昇していることは、高く評価されており、町独自のクーポ

ン券の発行や、町内医療機関の協力により大腸がん・前立腺がん検診を受診しやすくしたこ

と等が理由と考える。受診率低下の理由として、既に定期的に医療機関を受診している方が

増えている等が考えられた。また、がん検診受診後の精密検査受診率が低く今後の課題であ

ると考える。 

②  年齢調整死亡率 

女性のがん死亡率が増加傾向にある事が次の課題であると考える。 

【対策】  

●幼児期からの生活習慣病予防事業を通じて、食生活や運動に関する正しい知識を伝え、将

来の生活習慣病予防に繋げる。 

●若年層からの飲酒・喫煙等が及ぼす障害について正しい知識を普及し、また喫煙に関して

は、町内医療機関と連携してスムーズな禁煙につながるようにサポートしていく。 

●予防接種事業によりＨＰＶやＢ型肝炎を予防する。 

●妊婦健診における肝炎検査・ＨＩＶ検査・子宮がん検診等を実施し予防に繋げる。 

●がん検診受診に関して医療機関との連携などを強化し、より受診しやすい検診を実施す

る。また年代別のクーポン券の活用などにより受けやすいがん検診を実施する。 

●がん検診後の精密検査に関して、精密検査受診者が増加するようにサポートする。その為

に地区担当保健師が確実に経過を確認する。 
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（３）生活習慣病関連 

日常生活の中で長期にわたる生活習慣の乱れから発症する、脳血管疾患・循環器疾患・腎

疾患・がん等を予防でき、健康寿命を延伸し健康格差の縮小を図る為には、日頃からの健康

づくりとして、個々が日常の生活習慣を改善する必要がある。個々の疾患に関しては、特定

健診等の保健事業を活用し、予防可能な疾患について早期から介入する必要がある。また社

会の変化により生活リズムの乱れや、簡便な食品等を不規則に食べられるような社会的環

境及び価値観の多様化等、その為に生じる食生活の乱れや運動不足、日常生活全般について

の誤った知識や行動を改善する必要がある。個々が自分に適した正しい生活習慣を確立で

きるよう、各種健診結果を活用して理解する事が必要となる。 

 

【現状と課題】 ～特定健診・わかいし健診結果等より～ 

① 循環器疾患 

予防効果が見られ、特に男性の年齢調整死亡率が大きく改善している。しかし虚血性心疾

患は女性の年齢調整死亡率が上昇傾向にある。その理由として、高血圧の改善について男性

より女性の改善が少なく、またコレステロールに関しては男女ともに治療に関する管理値

が改善していない傾向がみられる。今後も課題として取り組む事で、内服に対する説明や管

理値の意味などについて丁寧にお伝えし、継続治療による脳血管疾患や心疾患を予防して

いく事が必要である。 

② 特定健診 

受診率は向上しており、保健指導実施率に関しても常に高率で実施できている。しかし、

若年層の健診受診者が少なく、16 歳から 39 歳までの健診受診を可能にした「わかいし健

診」の受診者が少なく、学校での子どもの生活習慣病予防事業等から継続して、健診を受診

でき個々の健康管理が実施できるようにサポートが必要である。 

③ 糖尿病関連 

重症化予防対象者（ＨｂＡ１ｃ8.0％以上）の対象者数は経年で減少傾向である。重症化

予防対象者の内訳をみると未治療者よりも治療を受けている人の方が多く、引き続き町内

医療機関や県立病院との連携を強化し、継続した重症化予防への取り組みが必要である。 

④ 高血圧 

重症化予防対象者の未治療者は減っており、治療対象者が確実に治療につながっている

ことがわかる。また血圧管理手帳の活用、血圧計購入助成事業、減塩キャンペーン等を通じ

て、個々が理解しやすい形での保健事業を展開し、家庭血圧計測・減塩等、個人の取り組み

や脳血管疾患の予防知識が定着されてきている。 

⑤ 脂質異常症 

関して、中性脂肪・ＬＤＬコレステロールともに重症化予防対象者は増加している。双方

とも未治療者の割合は改善しておらず、脂質に関しては、自覚症状が乏しく内服の必要が理

解しにくい様子があり、受診勧奨となっても服薬を希望しないケースも多くみられる。食生
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活について多様な食文化となった事や、外食・中食等の食の変化も関係があると思われる。

食生活に関しては具体的に食品を選択する力をつける必要がある。 

⑥ メタボリックシンドローム 

大きく変化はないが、受診者の男性の 3 割・女性 1 割が該当している。徳島県と比較す

ると、女性の 45 歳～59 歳・男性の 40 歳～44 歳で割合が高くなっている。 

⑦ ＢＭＩ 

どの世代でも性差があり、男性はどの世代でもほぼ 3 割が肥満である。特に男性の 30 歳

代は標準体重の者が少なく、痩せと肥満双方の問題がみられる。また、女性の全ての年代で

も 1 割が痩せであり、特に 20 歳代、30 歳代では 2 割で痩せが見られる。しかし女性は 50

歳代で肥満者が多く、その割合は男性よりも多くなっており、女性特有の身体的変化が見ら

れる。後期高齢者になると、8 割は適正体重であり肥満の人が減っている。また朝食欠食者

では肥満の人の割合が多かった事などから、食事の適正な摂取量や摂取する時間により肥

満の改善が図れるのではないかと考える。 

⑧ ＣＯＰＤ 

普及啓発により、喫煙と呼吸器疾患に関する情報を提供し、早期発見による重症化を予防

する必要がある。 

【対策】 ※●発症予防事業 ◎重症化予防事業 

◎糖尿病・高血圧症・腎臓病等のハイリスク者を妊婦健診から明確にし、妊娠中からの疾病

予防に取りくむ。またハイリスク者以外の産後簡易検査や、わかいし健診から適切な栄養摂

取等について個別に指導を実施する。 

●幼児期からの適切な栄養・運動に取り組む事で、適切な体重を保持できるように支援する。

食に関しての栄養指導は、単にモデル的な栄養素を伝えるのではなく、社会環境に応じ正し

い食品を選択できる力・組み合わせる力を持てるように丁寧に伝える。 

●子どもの生活習慣病予防事業を通じて、ハイリスク者への保健指導・栄養指導を確実に実

施し、わかいし健診受診へとつなげる。 

●特定健診受診者から発症を予防する対象者を明確にし、3 か月後の確実な検査データの改

善と、生活習慣に関する知識を伝え、次年度健診を継続受診できるように、担当地区保健師・

管理栄養士で確実に取り組む。 

◎特定健診受診者から重症化を予防する対象者を明確にし、3 か月後の確実な検査データ改

善と、検査や治療に関する知識や検査データの経過を把握し、地区担当の保健師・管理栄養

士が確実に取り組む。 

●特定健診保健指導に関わる、保健師・管理栄養士・歯科衛生士等のコメディカルスタッフ

の研鑽に取り組み、研修に関わる情報を共有し新たなる治療やガイドラインに沿った指導

が継続して実施できるように環境を調整する。 

●ＫＤＢシステムや特定健診法定報告、データヘルス計画等を活用し、保健活動による医療

費や保健衛生の動向による、正しい評価を実施し、科学的な根拠をもとに事業評価を経年で
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実施し次回評価年までの目標に取り組む。 

●各種がん検診・特定健診等を受診しやすい形で実施し、健診に関する理解を深める。 

●若年層からの飲酒・喫煙等が及ぼす健康障害について、正しい知識を普及する。また   

喫煙に関しては、町内医療機関と連携してスムーズな禁煙につながるようにサポートを実

施する。 

 

（４）ライフコースアプローチ・高齢者・女性の健康 

次世代の健康づくりやその他の課題と重なる部分はあるが、これから健康寿命が延伸さ

れ人生 100 年時代が到来する事を踏まえ、様々な年代に応じた健康づくりを選択できるこ

とが必要になる。高齢者においてはフレイルや骨折など要介護の対象となる原因を予防す

る事が望まれ、また特に女性はその生涯でライフステージごとに女性ホルモンが大きく変

化するという特性を持っている事を踏まえた健康づくりが必要とされる。そして幼少期か

らの健康づくりが次世代を育む健康な体づくりにつながっていく事から、全てのライフス

テージでも健康をサポート出来る体制づくりが必要とされる。 

 

【現状と課題】 

① 喫煙・飲酒 

妊娠期や若い世代の喫煙・飲酒に関して、女性の喫煙・飲酒率が増加している。身体に応

じた栄養素や身体侵襲を理解した適切な食事や飲酒に取り組めるよう働きかける必要があ

る。また、乳児の保護者は妊娠から出産の経過を経る中で、保護者自身の健康についても意

識が高まる時期でもあり、その機会を逃さないように対応する必要がある。また子どもの生

活習慣病予防事業やわかいし健診などを通じて、子どもの頃から自分の健康を高め、疾患を

予防できる力を養う必要がある。 

② 適正体重 

児童生徒の肥満の問題が改善されていない点や、運動量が減少している状況等から、生活

習慣に関する基本的な知識や適正な体重についての学習が必要であると考える。またその

保護者についても、食と運動の取り組みにより子どもと共に適正な体重を保持し生涯健康

で経過できる体づくりに取り組む必要がある。 

③ 女性の体重 

若い世代の痩せの状況を経由し、50 歳代に急に肥満が増加している状況から、中年期か

ら高齢期にかけ、健康づくりを強化する必要がある。女性ホルモンの低下による基礎代謝量

の低下による肥満の問題や、骨粗しょう症、急激に身体が変化する際に起こりうる各種疾患

に対応できるよう、早期から各種検診・健診を受診し、自らの健康づくりと身体の変化に意

識を持ち生活習慣等を変化させることが必要である。 

④ 高齢者の体格 

70 歳～74 歳よりも 75 歳以上の健診受診者の適正体重である割合は高く、性別に関係な
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く肥満の方が少ない状況であった。これは、後期高齢者健診を受診する方の健康意識が高い

事を示すのかもしれない。こうした身体機能・認知機能を保持できるように、正しい食生活・

運動等で適切な健康づくりを推奨し、また日常生活において、他者との交流や社会的な役割

を保持できることが健康保持・健康寿命の延伸にもつながると考える。 

【対策】 

●母子健康手帳交付時の個別面接等を通じて、妊娠中の体づくりや必要な栄養素等の知識、

妊娠期間中の母体の変化による、将来予測される疾患等についての学習を進める。また、そ

れにより妊娠中の喫煙・飲酒が中止できるようにサポートする。 

●幼児期に適正な体重に関する知識を保護者に伝え、就学後の体重増加時の対応などを幼

児期からサポートする。また保護者の産後体重増加等の確認を継続実施していく。 

●子どもの生活習慣病予防事業を継続実施し、生活習慣の様子や食の習慣について、適切な

生活習慣が確立され、必要な栄養素が過不足なく摂取できるように検査結果を活用した個

別相談と集団学習を各学校と協力して実施する。 

●骨粗しょう症健診の受診率を高め、高齢期における転倒によるＡＤＬ低下の原因疾患と

して対応する。また若年層からの適切な生活習慣・運動習慣を確立し、骨密度を低下させな

い体づくりを推進する。 

●高齢者の健康づくり事業を、社会福祉協議会や関係課と連携し実施する。 

 

（５）歯科・口腔の健康 

口腔内の健康は健康寿命の延伸に深く関わる事や、社会生活の質の向上に関与すること

から、口腔機能の獲得・維持・向上等の健康づくりが必要である。傾向として食生活環境の

中で咀嚼する機会が減少し、それにより口腔機能の低下や咀嚼する能力の低下が起こる。咀

嚼する事や口腔機能が保持されるよう知識を持つことや、定期的な歯科検診が必要である。 

 

【現状と課題】 

① 齲歯 

乳幼児から学童期まで齲歯は全体的に少なく、小児期から歯科矯正や定期歯科受診をす

る人が増加傾向である。 

②  歯周病 

20 歳代から 80 歳代まで炎症や出血など歯周病の症状がみられる人がいた。 

③  歯科の定期受診 

高齢者になると義歯の利用により定期的な歯科受診をしていない人が多く見られた。ま

たどの年代においても、歯科受診を定期的に実施している人と全く受診しない人の個人差

が大きい状況である。 

④ 咀嚼の問題 

食の傾向として、柔らかい食品や飲むことで栄養補給される食品が増加している為、咀嚼
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力の低下や、また常に何かを口にしがちで口腔内が不衛生になりやすい社会環境である。 

【対策】 

●離乳食から口腔内の発達と咀嚼する力について、栄養指導や歯科指導を継続し学習する

力を付ける。 

●小学校中学校を通じて歯科指導事業を継続実施する。 

●特定健診（集団健診会場）での個別歯科指導を継続実施する。 

●医療機関との連携し歯周病検診を継続実施する。 

 

（６）心の健康  

社会とのつながりは人生が豊かになり、また心の安定などにもつながる事から、地域での

様々な役割や社会参加はこれからの高齢者社会では大きな健康維持の素因となる。また、

様々なストレスは心の健康問題に繋がり身体の疾患にも大きな影響を及ぼすことから、心

の健康に関しては、地域や職域等の様々な場面でお互いを理解でき協力出来ることが望ま

しい。 

 

【現状と課題】 

① ゲートキーパー（自殺対策事業）研修会 

令和元年より一般的な研修を 120 名が、専門的研修を 291 名が受講している。 

② 心のアンケート調査 

町内小中学校で実施している、心のアンケート調査では、どのような成育環境が想定外の

トラブルに遭遇した際の援助希求行動をとれることに繋がるのか、子どもたちが成育する

環境や保護者の対応について継続してコホート調査を継続している。生活環境が全国的に

均一化している中で、地域での特徴は薄まってきている傾向である。 

③ 睡眠の状況 

特定健診等の問診表から睡眠不足の割合は 20％台で推移しているが、徐々に減少傾向に

ある。 

④ 母子保健事業 

妊娠初期から出産後の母の心の健康状態に関するアンケート結果や個別面談を通じて精

神的不安面でのサポートを継続している。仕事をしながら妊娠を継続する事による、精神的

な不安を持つ妊婦が見られる。 

➄ 孤立 

社会的弱者の孤立を避ける居場所づくりが必要であり、社会福祉協議会や県民局、各種ボ

ランティア団体等と協力する必要がある。 

 

【対策】 

●自殺対策計画に沿った事業を継続実施する。 
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●心のアンケート調査について、結果を活用した普及啓発事業を、研究者と共同実施してい

く。 

●睡眠の状況に関しては、継続して健診受診者の傾向を確認すると同時に、夜型生活による

生活リズムの問題点など、普及啓発事業を実施する。 

●母子保健事業における妊娠期からの心のサポートを継続実施する。 

●地域でのボランティア活動や一般社団法人の活動における各種事業をサポートし、様々

な相談が円滑に実施できるように調整する。 

 

５ けんこう海陽２１（第３次）計画 目標 

第３次計画では、先の計画と同様に、健康寿命の延伸・健康格差の縮小であり、第２次計

画で改善出来ていなかった項目を強化するとともに、誰もが健康づくりに取り組める環境

づくりが必要とされている。 

市町村計画としては、地域の社会資源などの実情を踏まえ、独自に必要な課題を選択し、

より具体的な目標を設定し、改善に向けて事業を実施する事になる。 

評価においては、医療保険者として設定する高齢者の医療確保に関する法に規定される

特定健康診査実施計画、海陽町介護保険事業計画、データヘルス計画、地域自殺対策計画そ

の他の関連する計画と調和し、実情に応じた評価が必要とされる。また目標は具体的に、評

価可能な項目である事が望まれる。 
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１．指標と数値目標  

 

番号 目標
中間評価年

（令和１１年）

評価年

（令和１５年）

1 延伸

2 延伸

3 減少

4 維持・ 加

5 減少

6  加

7 減少

8 減少

9 減少

10 減少

11 維持・ 加

12  加

13  加

14  加

15 減少

16 減少

17 減少

18 維持

19 減少

20 減少

21 減少

22 減少

23  加

胃が 減少

大腸が 減少

肝臓が 減少

肺が 減少

・胃が  加

・肺が  加

・大腸が  加

・子宮が （子宮が

 は20歳～）
 加

・乳が  加

項目 海陽町の現状（データはＲ４）

健
康
寿
命

健康寿命の延伸

平均 命　男性:79.6歳　女性:86.6歳

平均自立期間　男性:78.9歳　女性:83.3歳

男性:5.0％　女性:5.7％

睡
 
・
休
養

身
体
活
動

食塩 取量の減少 平均9.1ｇ/日　男性：8.3ｇ/日　女性：9.9ｇ/日

①47.1％　②29.4％③51.5％

Ａ 食を抜く人の割合
④わかいし健診⑤特定健診⑥後期高齢者健診 ④13.0％⑤6.9％⑥1.7％

健康格差の縮小/早世死亡割合

栄
養
・
食

 正な体重の保持
①幼児健診での体重②わかいし健診③特定健診④後期高
齢者健診

①1.6歳児100％　3歳児91.2％
②59.7％③65.6％④78.0％

児童・生徒に ける中度・高度肥満傾向児の減少
（小学校５年生）

男子：16.0％
女子：8.3％

食事内容に  を組 合わせる子どもの割合　①1.6歳児：
毎食②3歳児：毎食③4.5歳児： 食

 オーキング等の運動を週1回以上している者の割合⑥後期
高齢者健診

⑥38.4％（106人）

①5.9％
②14.7％

喫
煙

喫煙率の割合④わかいし健診⑤特定健診⑥後期高齢者健
診

④14.4％⑤9.1％⑥0.3％

  中の喫煙数（人）

飲
酒

  中の飲酒者数（人） 0人

男性40ｇ女性20ｇ以上の純アルコール量を 取する人の割
合　④わかいし健診⑤特定健診⑥後期高齢者健診 ④11.5％⑤10.7％⑥1.1％

2.8％（2人）

 
・
口
 

 周病を有する者の割合（年代別）
男：40歳代0％50歳代100％60歳代50％70歳代以上25％

女：40歳代33.3％50歳代37.5％60歳代44.4％70歳代以上

41.7％

噛 具合が心配な人（年代別）
男：40歳代0％50歳代50％60歳代0％70歳代以上25％

女：40歳代0％50歳代25％60歳代0％70歳代以上16.7％

  検診の受診者の 加（年代別）
男：40歳代100％50歳代50％60歳代50％70歳代以上50％

女：40歳代33.3％50歳代50％60歳代41.7％70歳代以上

41.7％

男性：107.0％
女性：90.9％（Ｒ３）
男性：104.5％
女性：118.6％（Ｒ３）

が の標準化死亡比の  24

が
 

25 が 検診の受診率の向上（40歳～69歳）

男性：97.6％
女性：109.8％（Ｒ３）
男性：100.4％
女性：87.0％（Ｒ３）

男性：10.6％
女性：7.5％

男性：18.3％
女性：21.8％

男性：17.0％
女性：27.6％

19.2%

20.4%

睡 が十分に確保できていない者の割合④わかいし健診⑤
特定健診⑥後期高齢者健診

Ｂ  前（2時間）の食事のある人の割合④わかいし健診⑤
特定健診⑥後期高齢者健診

④13.0％⑤15.1％⑥5.4％

④13.0％⑤20.7％⑥7.3％

1週間の総運動量が60分未満の割合（体 の授業は除く）
⑦小学校6年生⑧中学校2年生 ⑦12.5％⑧19.1％

1.8％（5人）

1回30分の運動を週2回以上する人の割合④わかいし健診
⑤特定健診⑥後期高齢者健診

④17.3％⑤32.1％⑥25.0％

幼児期から外 びが出来る子どもの割合　①3歳児②4.5歳
児（休暇中の外 び時間が30分以上の者）

①91.2％
②97％

  時間の遅い乳幼児を減らす
①1.6歳児②3歳児

健康 進計画（第３次）目標値

C一日3食きち と食 ていない人の割合
⑥後期高齢者健診

資料 4 
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指標と数値目標                           

 

データベース  

徳島県保健・衛生統計年報 国勢調査 海陽町国保ヘルスアップ事業報告書 海陽町地域保健

報告 徳島県学校保健統計 海陽町わかいし健診結果・後期高齢者健診結果 海陽町歯周病検

診集計 海陽町心のアンケート調査報告 海陽町社会福祉協議会事業報告 

 

番号 目標
中間評価年

（令和１１年）

評価年

（令和１５年）

・脳血管疾患 減少

・虚血性心疾

患
減少

27 減少

28 減少

29 減少

30  加

31 維持・ 加

32 減少

33 減少

34  加

35 維持

36 ＣＯＰＤ 減少

37 減少

38  加

39 減少

40 減少

41  加

42  加

ライフコースアプローチに関する数値（再掲）

減少

0人 維持

2.8％（2人） 減少

維持・ 加

 加

減少

減少

減少

 加

減少

減少

 加

26

循
環
器
病

高血圧の  （140／90ｍｍｈｇ以上の者の割合） 26.9%

65.3%

脳血管疾患・心疾患の標準化死亡比の  

男性：101（Ｒ３）
女性：97（Ｒ３）

男性：106（Ｒ３）
女性：114（Ｒ３）

特定保健指導の実施率の向上

項目 海陽町の現状（データはＲ４）

糖
尿
病

糖尿病の合併症 スク者の割合（ＨｂＡ１ｃ8％以上） 1.3%

未治療者・治療中 者の割合（ＨｂＡ１ｃ6.5％以上の者に 
ける） 32.3%

98.7%

メタボ ックシンドロームの該当者及び予備軍の減少 男性47.1％　女性16.2％

特定健康診査の実施率の向上

①1.6歳児100％　3歳児91.2％
②58.8％③65.6％④78.0％

後期高齢者健診受診者の内、この一年間に転 だことが有
る人の割合 16.2％（45人）

骨粗鬆症検診受診者の 加
合計149人（80歳以上19人70歳代56人
60歳代49人50歳代18人40歳代6人30歳代1人）

後期高齢者健診受診者の内、毎日の生活に満足していない
人の割合　①やや 満② 満 ①6.5％（18人）②1.1％（3人）

糖尿病治療中の者のコントロール 好者の割合（ＨｂＡ１ｃ
7％未満かつ空腹時血糖130未満） 59.0%

新規透析導入者に ける糖尿病性腎症の割合 0%

⑦12.5％⑧19.1％

生

活

機

 

の

維

持

・

向

上

43

合計149人（80歳以上19人70歳代56人
60歳代49人50歳代18人40歳代6人30歳代1人）

2.5％（7人）

16.2％（45人）

1週間の総運動量が60分未満の割合（体 の授業は除く）
⑦小学校6年生⑧中学校2年生（再掲）

後期高齢者健診受診者の内、普段から家族や友人と付き合
いのない人の割合

骨粗鬆症検診受診率の向上（再掲）

④11.5％

喫煙率の割合④若いし健診⑤特定健診⑥後期高齢者健診 ④14.4％⑤9.1％⑥0.3％

 正な体重の保持
①幼児健診での体重②わかいし健診③特定健診④後期高
齢者健診

男子：16.0％
女子：8.3％

ラ
イ
フ
コ
ー

ス
ア
プ
ロ
ー

チ

（
再
掲

）

脂 （①ＬＤＬコレステロール160以上②180以上）高値の者
の減少 ①24.3％②3.2％

後期高齢者健診受診者の内、この一年間に転 だことが有
る人の割合

87人（令和元年～4年平均）

幼児期から外 びが出来る子どもの割合　①3歳児②4.5歳
児（休暇中の外 び時間が30分以上の者）（再掲） ①91.2％ ②97％

全出生児中の低出生体重児の割合の減少 7.4%（Ｒ4）

児童・生徒に ける中度・高度肥満傾向児の減少
（小学校５年生）

男性40ｇ女性20ｇ以上の純アルコール量を 取する人の割
合④わかいし健診（再掲）

  中の飲酒者数（人）（再掲）

  中の喫煙数（人）（再掲）

つ
な
が
り

後期高齢者健診受診者の内、普段から家族や友人と付き合
いのない人の割合 2.5％（7人）

①乳幼児で家族で食事をとる割合
②高齢者で 域 ロンでの食事会に参加する人数

①92.5％（62人）
②812人

ゲートキーパー研修受講者数の 加

COPDの死亡率の減少 総数　12.2％　男性25.8％女性0％
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１．策定の経過 

〇策定員会 

   開催月日 内容 場所 

令和 5 年 11 月 28 日 ・健康増進計画（第 2 次）評価・報告 

・健康増進計画（第 3 次）について 

・地域自殺対策計画（第 2 次）について 

海 陽 町 役 場 

海部庁舎 101

会議室 

令和 5 年 12 月末日 郵送での経過報告・助言 郵送 

令和 6 年 3 月 5 日 ・健康増進計画（第 3 次）策定内容について 

・地域自殺対策計画（第 2 次）策定会議計画内

容について 

海 陽 町 役 場 

海部庁舎 101

会議室 

令和６年３月末日 郵送での報告・助言 郵送 

〇分科会 

開催月日 内容 場所 

令和 5 年 8 月 2 日 ・海陽町母子保健連絡会① 

 母子保健事業報告・意見交換 出生と乳幼児

健診問診表結果からの振り返り 子どもの生

活習慣病予防事業報告 遊びの相談事業報告 

おいしく減塩プロジェクトについて 

海 陽 町 役 場 

海部庁舎 3 階 

げんき広場 

令和 5 年 10 月 1 日 

 

 

・歯科口腔の状況について 

 各種健診と歯科相談からの結果について 

海 陽 町 役 場 

宍喰庁舎 

令和 5 年 10 月 31 日 

 

・海陽町生活習慣病対策推進会議①  

 特定健診結果報告 糖尿病重症化予防事業

について 

海 陽 町 役 場 

海 部 庁 舎 

301 会議室 

令和 6 年 1 月 30 日 ・地域自殺対策基本計画（第 2 次）分科会 

 海陽町の自殺の現状と課題について 

海 陽 町 役 場 

海 部 庁 舎 

101 会議室 

令和 6 年 3 月 4 日 

 

 

 

海陽町母子保健連絡会② 

母子保健事業報告・意見交換 事件度計画に

ついて 思春期体験学習、思春期講演会につい

て子育て講演会報告 

海 陽 町 役 場 

海部庁舎 3 階 

げんき広場 

令和 6 年 3 月 7 日 ・海陽町生活習慣病対策推進会議② ＣＫＤ

予防事業について  

海 陽 町 役 場 

海 部 庁 舎 

101 会議室 
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２．各分科会での意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳幼児期

•生活リズムは意識していないと遅くなりがち。保育所でも睡眠時間の確保について

はお伝えしている。

•仕事と育児で、どうしても夜更かしにずれ込んでいる様子がある。

•朝ごはんは食べているが、内容の組み合わせについては、菓子パンであったりする

事もある。なかなか食事の組み合わせ内容までいかない。

•体幹が弱く、遊びの体力が続かない子もいる。

児童・生徒

•寝不足の生徒が目立つ、体調不良を訴えるが寝不足で朝食を食べていない事もある。登校し

ていなくてもオンラインゲームには参加している等もある。

•保護者の忙しさからか、児童生徒の運動不足、部活離れ等が気になる。保護者が運動しない

家庭で育つと子どもも活動が減る。・運動の指導者がいない。

•部活動等もやる子、やらない子の2極化があるのではないか。

•人数がそろわないと試合にも出られない。・したいスポーツをする場所が無い。

•子どもが少ないので、外遊び等もする人がいないので出来ない。

•不審者情報が気になって、子どもだけで遊ばせることが怖い。

青年期

• バランスの良い食事を作る、という事にこだわらず、組み合わせることを学ぶべきでは？

• 社会の変化により、女性の飲酒や喫煙が増加しているのではないか？

• 女性の健康について、男性と同じでは問題が出てくる。性別にかかわらず仕事も家事も大切だ。

• お皿を汚さない、台所を汚したくないという気持ちがあるので、料理もそんな視点がある。

• 子育て中は一杯一杯で自分の健康づくりなどは考えられない。

• 子どもを優先すると自分の食事は後回しになるので、小腹を満たすお菓子の個包装の物などをつまむ。

• 朝ごはんはお腹が減らないので食べない。夜はその分時間をかけて沢山食べる。

• お好み焼きには野菜が沢山入っているというイメージがある。

• 自分は筋肉質なので肥満ではない。

• インスタントや冷凍食品の種類が増えていて、便利だと思う。

       ・様々な事業をしても、女性の参加は多いが、男性は少数派。・歯医者に

定期的にかかる人が、感染症などを恐れて放置しているケースもある。・熱心に取り組む

人と、そうでない人の差が大きい。・年を取ると個人差が出てきて、長生きの人はすごい

元気で長生きだと思う。・運転ができんようになったらどうしたらええのか・元気だった

らそら家でずっと暮らしたい。・こけたら骨が折れると思って心配や。・畑でビタミンの多

い野菜を作ろうと思う。・認知症になりそうで怖い。 

高齢期 
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３．海陽町の健康状況 

（1）妊娠～乳幼児健診 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪化はないよ だが、本当に  はしているのか？

必要なことが、必要な時期に  できているのか？

１．肥満児への介入
・３歳児健診の肥満児は１．６歳健診より  傾向にはあった。 　　①　  期から家族への食生活への保健・栄養指導　　

（肥満度２８％→２２．８％。　１９．５→１９．０％） 　　　　 ごは ・   取にも 目していく→量にも

・肥満児に齲 があり、間食の取り方との関係を含めていく必要がある。 　　②　乳児期に 化して介入（ハイ スク児に 意）

（今回は夜間にミルクを飲 でいた期間の影響も考えられる） 　　　　より早期介入→こども ート継続  

・１．６歳児では、 食 食が肥満と関係がある可 性。 　　③　保  （ ）と連携しての対策

　→ 食が食 られない環境が肥満にもつながっている 　　　　 情報共有やメカニ ムの共有。保  への やつ内容も 目。

・  時間が２２時を越えると回答者は少なかった。意識している？ ２．生活  ムへの介入
・  児でも生活  ムが整っている回答が く昨年と違った。 　　①　  の  があるケースへの介入

　　②　  期からのアプローチ

・ 食内容は炭水化物だけでなく、果物やヨーグルト（加糖も含め） 　　　　中期以 での 接機会を作って逃さない

を合わせている家庭が られ、単品は少なかった。 　　③　発 検査や教 の機会を活 して確認や介入

・   取は保  では食 ているとい 意識なのか、１日１回以上の 　　→会える機会をとらえての実施のため、逃したケースもある。

回答だった。 　　→全体への啓発を含めて、情報発信していく

→休日は  がとりにくい可 性がある。また、１食の では 足や 　　　（祖父母が夕食も含めた 児を担っている場合もある）

とらない食事時の血糖上昇が考えられる。

・３歳では偏食の気になることが く、  が家庭でのすすめにくい。 ３．口 機   への介入
１．６歳児では口 機 からの課題が気になる保護者が く られた。 　・令和４年度は会計年度の管理栄養士がいたが、 乳食実習は開催

できなかった。令和５年度は常勤栄養士が未定であり、保健師が 乳

・間食では、回数か時間のどちらかを大まかにでも決めている方が く 食教 を小 団でを実施していかざるを ない。

自由に好きなだけ食 る環境は られなかった。 　・   生士による口 機   への  は継続

・内容は、果物も いが飲 物の砂糖量が気になる。特に飲料は 様な   ・保  での作業療法士の研修会に食 る機 を新規で開始

商品があり、砂糖量に気 いてもら ための資料化や情報  が大変。

・夕食後の間食は１．６歳児で３人、３歳児で１０人いる。時間は習慣化  化計画（少し準備していくこと）
しやすく早めの修正が必要。家族も一緒に  前の間食を減らしていく。 　○課題解決にむけた資料 くり

　 →　昨年、 びの資料作成したので、今年度は 乳食

・外 びは２極化傾向が大きいが、関係性はとらえにくく、季節や住環境 　　　　資料や食資料の作成へ

とも関係していると考えられる。（散歩は１．６：１９人　３歳：１６人）

・外 びが減ることで、動画視聴時間が える可 性があるため、両輪で 　〇  期からの食事・生活環境への  

  していく。

・動画視聴２時間以上の割合は大きな 加傾向はないが、相談の中では 　

動画を見たがることを止められないとい 内容もあり、メディアとのつきあい 反省と修正
方が難しくなっている。動きが い子どもの場合は特に、安全に過ごせる 　フォローしにくいケースへの対応が抜けてしまいやすい。

ために  している場合もあり、配慮が必要。 会えない場合の  を考えて、ベストでない でも介入できる

システムを作る必要がある。

１歳頃より保  入 者が え、会 機会が減り、１．６までの間に 　今後LINEも活 しつつ、情報発信を やし、手紙等の対応も

食生活は大きく変化している。１．６歳児健診後はさらに会 機会が･･･。 考え、効率的にタイミング く  できる方法を確立したい。

ハイ スク者だけでも、つながる方法がないものか･･･ 乳児健診の保健指導も、少し先をとらえるよ に修正していく。

R４年度　幼児健診問診票 計結果より海陽町の課題と対策　～海陽町の母子保健の重点課題は？　他職種連携での早期介入と家族・生活全体への  ～

問診票 計結果 結果を て考えたこと・感 たこと 次年度への計画

　（１歳６ヶ月児健診） 　　　　　　　　　（３歳児健診）
継続課題（取組を継続し、補ってていくこと）

動画視聴２時間以上（％）

R元年 R２年度 R３年度 R４年度

52.8 39.3 64.1 42.4

体格（肥満度）

１５％以上 3 １５％以上 3

−１５％未満 0 −１５％未満 2

（フォロー対象） 1 （フォロー対象） 1

生活  ム（  ）

２２時 3 ２２時 4

２２時以 1 ２２時以 1

２０時台 9 ２０時台 6

生活  ム（  ）

７時３０分-８時 4 ７時３０分-８時 1

８時以 1 ８時以 2

 食の食 

 い 15  い 5

普通 13 普通 19

悪い 6 悪い 10

外 び

１時間 10 １時間 19

２時間以上 22 ２時間以上 5

未記入 2 未記入 5

  

毎回 16 毎回 10

２回 16 ２回 14

１回 2 １回 9

間食時間・回数

決定 32 決定 29

未定 2 未定 4

未記入 0 未記入 0

資料 5 
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（２）生徒・児童の健康 

 

 

①小学5年生の肥満

男児 女児
全国 12.6% 全国 9.3%
徳島県 15.4% 徳島県 10.9%
海陽町 16.0% 海陽町 8.3%

〇令和4年度　高度肥満が2名（男児）　中度肥満が4名（男女とも2名）

○令和5年度に中度肥満児は解決方向に減量される傾向であった。

○徳島県では、全国平均に比べると、男児6歳、女児13歳を除いたすべての年齢で平均を上回っている。

②小中学校の児童生徒の運動の状況

〇小学校、中学校両方で性差が見られ女子の運動が少ない。

○中学校に入ると、全く運動しないという生徒が増える。

○国の指標からすると、毎日体育授業以外で60分/週以上の運動は、実施できている児童・生徒が多い。

　　　　　　令和4年度　海陽町子どもの生活習慣病予防事業　

    全国・徳島県は令和3年度学校保健統計調査

海陽町は令和4年度　学校における健康管理調査票より

小学校6年 男子

毎日 60分/週1回 30分/週1回 しない

小学校6年 女子

毎日 60分/週1回 30分/週1回 しない

中学校2年 男子

毎日 60分/週1回 30分/週1回 しない

中学校2年 女子

毎日 60分/週1回 30分/週1回 しない

運動頻度 毎日 60分/週1回 30分/週1回 しない 合計（人）
小学校6年　男子 15 5 0 1 21
小学校6年　女子 7 8 3 1 19

合計 22 13 3 2 40
割合 55.0% 32.5% 7.5% 5.0% 100.0%

運動頻度 毎日 60分/週1回 30分/週1回 しない 合計（人）
中学校2年　男子 18 4 0 2 24
中学校2年　女子 7 5 3 3 18

合計 25 9 3 5 42
割合 59.5% 21.4% 7.1% 11.9% 100.0%
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（3）各種健診からの状況（わかいし健診・特定健診・後期高齢者健診） 

①年代別ＢＭＩ（20 歳代には 10 歳代を含む） 

 

  

ａ わかいし健診（10 歳代～39 歳） 

  

 

ｂ 特定健診（40 歳～74 歳） 

  

 

ｃ 後期高齢者健診（75 歳以上） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

男 74～70歳（人） 割合 60歳代（人） 割合 50歳代（人） 割合 40歳代（人） 割合 30歳代（人） 割合 20歳代（人） 割合

18.5以下 8 3.1% 2 1.1% 2 3.0% 1 3.1% 2 10.0% 0 0%
標準 174 67.4% 123 66.1% 44 66.7% 18 56.3% 10 50.0% 10 71.4%
25以上 76 29.5% 61 32.8% 20 30.3% 13 40.6% 8 40.0% 4 28.6%
合計（人） 258 100.0% 186 100.0% 66 100.0% 32 100.0% 20 100.0% 14 100.0%

女 74～70歳（人） 割合 60歳代（人） 割合 50歳代（人） 割合 40歳代（人） 割合 30歳代（人） 割合 20歳代（人） 割合

18.5以下 29 9.3% 21 10.0% 6 8.5% 4 11.8% 6 25.0% 3 21.4%
標準 208 66.5% 136 64.8% 41 57.7% 23 67.6% 14 58.3% 9 64.3%
25以上 76 24.3% 53 25.2% 24 33.8% 7 20.6% 4 16.7% 2 14.3%
合計（人） 313 100.0% 210 100.0% 71 100.0% 34 100.0% 24 100.0% 14 100.0%

男 女 合計（人） 割合
18.5以下 2 9 11 15.3%
標準 20 23 43 59.7%
25以上 12 6 18 25.0%
合計（人） 34 38 72 100.0%

ＢＭＩ 男 女 合計（人） 割合
18.5以下 13 60 73 6.2%
標準 359 408 767 65.6%
25以上 170 160 330 28.2%
合計（人） 542 628 1170 100.0%

男 女 合計（人） 割合
18.5以下 6 18 24 9.2%
標準 93 110 203 78.1%
25以上 19 14 33 12.7%

合計 118 142 260 100.0%

〇どの年代でも女性の方が痩せの人が多い。特に 20 歳代 30 歳代が多い。 

〇男性は 74 歳以下では、どの年代でも 3 割程度が肥満である。特に 30 歳代 40 歳

代は 4 割が肥満。女性は 50 歳代のみ 3 割が肥満であった。 

〇後期高齢者健診では、標準体重の人が約 8 割を占め肥満者は減少する。これは

健診を受診できる元気な高齢者を対象にしている事も理由かもしれない。 
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②その他の項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇朝欠食は若い世代に多く、どの世代でも男性に多い。 

〇就寝前に食事を取る人は１割程度みられる。 

〇より若い世代での運動する人が少ない。 

〇40 歳以上になると女性が睡眠で休養が取りにくい様子がある。 

〇喫煙者は若い世代に多い。 

○多量飲酒者は男性に多い傾向である。 

〇塩分摂取量は女性の方が多目の傾向である。 

 

 

特定健診（40歳～74歳）問診表記入有りの人の 

男 女 合計（人） 割合 男 女 合計（人） 割合 男 女 合計（人） 割合

 食あり 5 4 9 13.0%  食あり 48 29 77 6.9%  食あり 5 2 7 2.7%

 食無し 28 32 60 87.0%  食無し 466 566 1032 93.1%  食無し 113 140 253 97.3%

合計（人） 33 36 69 100.0% 合計（人） 514 595 1109 100.0% 合計 118 142 260 100.0%

特定健診（40歳～74歳）問診表記入有りの人の 

男 女 合計（人） 割合 男 女 合計（人） 割合 男 女 合計（人） 割合

有り 7 3 9 13.0% 有り 107 60 167 15.1% 有り 7 7 14 5.4%

無し 28 32 60 87.0% 無し 407 566 1032 93.1% 無し 111 135 246 94.6%

合計（人） 33 36 69 100.0% 合計（人） 514 595 1109 100.0% 合計 118 142 260 100.0%

特定健診（40歳～74歳）問診表記入有りの人の 後期（75歳以上）問診表記入有りの人の 

男 女 合計（人） 割合 男 女 合計（人） 割合 男 女 合計（人） 割合

有り 6 6 12 17.4% 有り 189 167 356 32.1% 有り 30 35 65 25.0%

無し 27 30 57 82.6% 無し 325 428 753 67.9% 無し 88 107 195 75.0%

合計（人） 33 36 69 100.0% 合計（人） 514 595 1109 100.0% 合計 118 142 260 100.0%

特定健診（40歳～74歳）問診表記入有りの人の 後期（75歳以上）問診表記入有りの人の 

男 女 合計（人） 割合 男 女 合計（人） 割合 男 女 合計（人） 割合

有り 5 4 9 13.0% 有り 99 131 230 20.7% 有り 9 10 19 7.3%

無し 28 32 60 87.0% 無し 415 464 879 79.3% 無し 109 132 241 92.7%

合計（人） 33 36 69 100.0% 合計（人） 514 595 1109 100.0% 合計 118 142 260 100.0%

ｅ  量飲酒者

特定健診（40歳～74歳）問診表記入有りの人の 後期（75歳以上）問診表記入有りの人の 

男 女 合計（人） 割合 男 女 合計（人） 割合 男 女 合計（人） 割合

有り 5 3 8 11.6% 有り 76 43 119 10.7% 有り 2 1 3 1.2%

無し 28 33 61 88.4% 無し 438 552 990 89.3% 無し 116 141 257 98.8%

合計（人） 33 36 69 100.0% 合計（人） 514 595 1109 100.0% 合計 118 142 260 100.0%

特定健診（40歳～74歳）問診表記入有りの人の 後期（75歳以上）問診表記入有りの人の 

男 女 合計（人） 割合 男 女 合計（人） 割合 男 女 合計（人） 割合

有り 8 2 10 14.5% 有り 102 25 127 11.5% 有り 1 0 1 0.4%

無し 25 34 59 85.5% 無し 412 570 982 88.5% 無し 117 142 259 99.6%

合計（人） 33 36 69 100.0% 合計（人） 514 595 1109 100.0% 合計 118 142 260 100.0%

わかいし健診（10歳代～39歳）問診記入有りの人の 

　　　ｃ　30分以上の運動が週2回以上ある人

後期（75歳以上）問診表記入有りの人の 

後期（75歳以上）問診表記入有りの人の 

 　　ｂ　 る前2時間以内の食事をする人

　　　ａ　 食 食の有無

わかいし健診（10歳代～39歳）問診記入有りの人の 

わかいし健診（10歳代～39歳）問診記入有りの人の 

   ｆ　喫煙あり

わかいし健診（10歳代～39歳）問診記入有りの人の 

わかいし健診（10歳代～39歳）問診記入有りの人の 

　　ｄ　睡 で休養が取れない人

わかいし健診（10歳代～39歳）問診記入有りの人の 

ｇ 塩分 取量（令和4年度海陽町尿蛋白定量検査受診者結果より）

女 男

2 2

5 13

7 4

14 19

平均値 8.3ｇ

合計（人）

6ｇ未満

6ｇ未満～10ｇ

10ｇ以上

9.9ｇ
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（４）死亡・疾患 

①死亡順位 

 

②死亡順位 

 
③悪性新生物の部位別死亡者（人） 

 
④標準化死亡率 

 
➄部位別標準化死亡率 

 

☆その他の資料 

 

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位
徳島県　合計 悪性新生物349.8 心疾患223.8 老衰152.4 脳血管疾患103.1 肺炎96.9

海陽町 悪性新生物 老衰 心疾患 脳血管疾患 肺炎

令和3年度徳島県保健 生統計

海陽町死亡率（人口１０万対）
順位

1 悪性新生物 423.4 悪性新生物 516 悪性新生物 570.9 悪性新生物 441

2 心疾患 282.2 心疾患 321.3 心疾患 387.8 老衰 343

3 脳血管疾患 185.2 脳血管疾患 185 脳血管疾患 183.1 心疾患 294

4 肺炎 123.5 肺炎 116.8 老衰 140 脳血管疾患 220.5

5  慮の事故 79.4 老衰 77.9 ①腎 全② 慮の事故 75.4 肺炎 110.2

令和3年度徳島県保健 生統計

平成１７年 平成２２年 令和3年度平成２７年

平成１７年（人） 平成２２年（人） 平成２７年（人） 令和３年（人）

肺 9 12 7 7
胃 8 8 9 4
肝臓 7 7 6 4
大腸 3 6 11 4
膵臓 4 5 5 3
その他 4 5 6 5
 ンパ腫 3 3 1 1
乳が 1 3 1 1
前立腺 2 2 3 2
白血病 1 1 0 0
その他造血 1 1 1 2
膀胱 2 0 2 0
口 1 0 1 0
食道 1 0 0 3
子宮 1 0 0 0
合計 48 53 53 36

その他には皮膚が 含む
令和3年度徳島県保健 生統計

疾患名

部位

性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

ＳＭＲ（Ｈ18～22） 103.0 96.0 136.0 101.0 131.0 98.0 156.0 107.0 114.0 50.0

ＳＭＲ（Ｈ25～29） 100.5 102.4 106.3 114.0 101.0 96.8 121.0 120.0 118.4 105.8 98.9 88.5 132.3 123.0 104.5 86.9

令和3年度徳島県保健 生統計

肝疾患 腎不全 老衰 不慮の事故 自殺悪性新生物 心疾患 脳血管疾患

疾患名

部位

性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

ＳＭＲ（Ｈ18～22） 120.0 98.0 103.0 83.0 131.0 147.0

ＳＭＲ（Ｈ25～29） 107.0 90.9 104.5 118.6 97.6 109.8 100.4 87.0

令和3年度徳島県保健 生統計

肺

悪性新生物

胃 大腸 肝臓

　いきいき ロン出前講座参加人数
延 参加者数（人）

令和4年度 812
令和5年度 970

☆海陽町社会福祉協議会事業報告より

〇標準化死亡率などから、女性の疾

患による死亡率が高くなっている。 

〇悪性新生物の部位別では大腸がん

が増加している。 

 



p. 35 

 

（５）歯科口腔 

①海陽町歯周病検診結果より（令和３年度４年度） 

 

             

 

②海陽町歯科相談事業（令和４年度５年度実施） 

 

 

 

受診者 男性 11
女性 32
合計（人） 43

男 女
年代 40歳代 1 3

50歳代 2 8
60歳代 4 9
70歳代 4 12
合計（人） 11 32

〇歯周病検診無料クーポン券を利用した方43名

〇受診者内訳では女性の受診者が多い。

〇年代では70歳代が多い。

健診問診表より
　噛 具合が心配な人の割合

男 割合（％） 女 割合（％）
40歳代 0 0.0% 0 0.0%
50歳代 1 50.0% 2 25.0%
60歳代 0 0.0% 0 0.0%
70歳代 1 25.0% 2 16.7%
合計（人） 2 18.2% 4 12.5%

男 割合（％） 女 割合（％）
40歳代 1 100.0% 1 33.3%
50歳代 1 50.0% 4 50.0%
60歳代 2 50.0% 3 33.3%
70歳代 2 50.0% 5 41.7%
合計（人） 6 54.5% 13 40.6%

　 周病を有する者の割合（ 周ポケット有り・ 肉出 有りの者）
男 割合（％） 女 割合（％）

40歳代 0 0.0% 1 33.3%
50歳代 2 100.0% 3 37.5%
60歳代 2 50.0% 4 44.4%
70歳代 1 25.0% 5 41.7%
合計（人） 5 45.5% 13 40.6%

〇ＰＤ（浅い・深い）と、ＢＯＰ有りの双方を有す

る方を歯周病として計上。

〇年代によるが、比較的多く見られた。

〇ＰＤ（深い）の方はＢＯＰ全数に見られた。

〇ＰＤ（浅い）の方はＢＯＰが8割の方に見られた。

過去一年以内の  受診の有る人

〇噛み具合に関しての心配は、男女、年代共に1～2

割程度ある。

〇歯科受診はほぼ半数の方が受診されていた。

年代
20歳代

（10歳代含む） 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 合計（人）

受診者（人） 15 8 20 19 24 32 5 123

男性（人） 6 4 11 10 11 12 1 55

女性（人） 9 4 9 9 13 20 4 68

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

咀嚼  （人） 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2 5 1 1

割合（％） 0% 11.1% 0% 0% 0% 0% 20.0% 0% 9.1% 15.4% 16.7% 55.6% 100.0% 7.7%

炎症＋出血あり（人） 4 4 4 1 1 2 4 0 2 2 3 9 1 0

割合（％） 66.7% 44.4% 100.0% 25.0% 9.1% 22.2% 40.0% 0.0% 18.2% 15.4% 25.0% 45.0% 100.0% 0.0%

齲 あり（人） 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0

割合（％） 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 7.7% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0%

治療（定期）（人） 4 4 1 3 8 4 7 9 5 9 4 14 0 1

割合（％） 66.7% 44.4% 25.0% 75.0% 72.7% 44.4% 70.0% 100.0% 45.5% 69.2% 33.3% 70.0% 0.0% 25.0%

平均残 数（本） 28.7

80歳代
年代

26.2 23.3 17 17.4

20歳代 （10歳代含む） 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

29.4 29

○歯周病クーポン券を利用された４３名。 

○女性受診者が多い。 

○７０歳代の受診者が多い。 

 

○噛み具合についての心配は、性別

に関係なく１～２割程度ある。 

○歯科受診はすべての年代・性別で

３割～半数についてできている。 

○ＰＤ（浅い・深い）と、ＢＯＰ有り

双方を有する方を歯周病とした。 

○比較的各年代に見られる。 

○ＰＤ（浅い・深い）共に、ＢＯＰが

８割以上にみられた。 

※②について観察者による主観的な差異

があり、あくまでも参考資料とする。 
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４．海陽町保健活動の年次推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●海陽町保健活動の年次推移
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4

＊第2期特定健診計画に基づく実践

国
の

動
き

ス
タ
ッ

フ
・
体
制

実
践

・
町
の
動
き

Ｈ２３
管理栄養士正規採用

Ｈ２３
保健師１名新規採用

保健師６名
看護師１名

Ｈ２３
臨床心理士週２回雇用

Ｈ２０～ 国保連合会 「保健指導評価事業」

Ｈ２０ 管理栄養士の通年雇用を上司にあげる

Ｈ１９ 看護師の通年雇用を上司にあげる

Ｈ２２ 臨床心理士の雇用を上司にあげる

対象者を明確にした年次計画・年次計画に基づいた実践

Ｈ１９ 海陽町の実態から
特定健康診査等実施計画作
成（H20～H24）

Ｈ２２ 保健師の増員を上司にあげる

受診率

Ｈ２４
臨床心理士通年雇用

H２６
保健福祉課が３課に分かれる課編成有り
保健環境課（保健）
福祉課（国保）
地域包括ケア推進課（介護）

包括支援センター出向保健師1名が

地域包括ケア推進課に配属
保健師１名退職
保健環境課
保健師５名 管理栄養士１名

Ｈ２５
障害者総合支援法

第2期特定健診計画（H25～29）

Ｈ２６
健康・医療戦略法

地域主権戦略
社会保障と税の一体改革

Ｈ２７
障害者福祉計画（H27～29）

Ｈ２６
医療介護総合確保推進法

Ｈ２７
介護保険実施計画（H27～29）

H22～KDB稼働
データヘルス計画（H25～29）

Ｈ２４
保健師６名
管理栄養士１名
看護師１名

Ｈ２５
保健師６名

管理栄養士１名

Ｈ２５
看護師正規職員で
町立病院へ
臨床心理士正規職員で

事務職へ

H２８
保健師１名新規採用
保健環境課
保健師６名
管理栄養士１名

地域包括ケア推進課
保健師1名

Ｈ２５ 保健師の増員を上司にあげる

1年間の実践のまとめとして、「海陽町国保ヘルスアップ事業報告書」を作成

Ｈ２４ 第2期特定健康診査等実施計画作成（H25～H29） データヘルス計画総論策定

成人・母子・精神の責任者をつくり、10年を目処に地区分担

データヘルス計画各論（腎・心）策定

継続受診者へ1,000円の金券発行

生活習慣病対策推進会議設置

町内医療機関からの検査データ情報提供（糖尿病認定医町内2医療機関）

町内５特定健診受託機関から情報提供可能

特定健診受託外の医療機関
からの情報提供可能

ライフサイクルの視点での発症・重症化予防

発症・重症化予防に向けて確実な保健指導プログラムの確立

ライフサイクルの視点で健康課題を明らかにし、対象者に応じた確実な保健指導の実践

PDCAサイクルに沿った、データ分析に基づくデータヘルスの推進

受診率向上に向けて医療との連携の推進

プログラムに沿った、地区担当による確実な保健指導の実施

医
療
と
の
連
携

郡医師会との糖尿病性腎症予防のための連携

全ての特定健診受託
機関から情報提供可能

H２７～ 「保健事業支援・評価委員会」

Ｈ２５～ 「KDBを活用した保健活動支援事業」

40.4％ 46.4％ 49.0％ 49.8％ 52.1％

94.4％ 98.6％ 93.8％ 98.1％ 93.5％

H24基本指針改正（H25～34）
健康日本21（第2次）

業務分担と

地区分担併用

国保事務担当者
との学習会

H22～20,30歳代健診開始

保険・医療・福祉
地域ケア会議

国保世帯全戸訪問 対象者の明確化 保健指導対象者へのプログラムに沿った保健指導の実施

子どもの生活習慣病予防健診開始

H３１～課の編成が決定
保健部門は、保健環境課から福祉・人権課へ
保健・国保が1つの課となる

介護部門は、地域包括ケア推進課

Ｈ２９
障害者福祉計画策定

Ｈ２９
第７期介護保険実施計画策定

H３０
保健環境課
保健師５名

管理栄養士１名
地域包括ケア推進課
保健師1名

保健師２名退職

第2期データヘルス計画
第3期特定健診等実施計画策定

町外での特定健無料券・心電図クーポン券利用可能

早期介入・重症化予防に向けた医療との連携強化

事例検討会・医師との学習会の継続

治療中で健診未受診者リスト作成
病院からの受診勧奨依頼

リブレを活用した発症・重症化予防に向けた医療との連携を進める

53.5％

100％

H２９
保健環境課
保健師６名

管理栄養士１名
（正規雇用）

地域包括ケア推進課
保健師1名

保健師１名退職

Ｈ２９
健康日本21（第2次）中間評価
特定健診・保健指導運用見直し
第２期データヘルス計画
第３期特定健診等実施計画策定

Ｈ３０
障碍者福祉計画（H30～H32)

Ｈ３０
第７期介護保険実施計画(H30～H32）

Ｈ３０
第２期データヘルス計画
第３期特定健診等実施計画（H30～H35)

隣町（県外）での特定健診受診券・無料券利用可能

第2期データヘルス計画
第3期特定健診等実施計画実践

節目年齢への心電図クーポン券発行

57.3％

Ｈ２８ 保健師の増員を上司にあげる
地域包括ケア推進課保健師の移動、社会福祉士等
専門職の雇用についての必要性を伝える

96.4％

Ｈ３０ 保健師の雇用を上司に
あげる
看護師の雇用をあげる

子どもの生活習慣病予防システムの確立

糖尿病性腎症重症化予防の取り組み推進・栄養連携プログラム作成 糖尿病性腎症重症化予防の連携体制の確立・実践

Ｈ３０
保険者努力支援制度本格実施

Ｈ３０ 医療費適正化計画
医療計画（H30～H35）

Ｈ２８～
保険者努力支援制度前倒実施

健康増進計画中間評価

県立病院での「見なし健診」実施に向け

て、病院との検討。試行期間の実施。

継続未受診者への「追加健診」の実施

40～50歳代健診未受診者・追加健診対象者への受診券再発行

R1
高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施の取組準備
高齢者の特性を踏まえた保健事業
ガイドライン第2版

R1
福祉人権課
保健師 正規3名 臨時2名

管理栄養士１名（産休・育休）
地域包括ケア推進課
保健師1名

R2年度保健師採用 2名

R1.12月
全世代型社会保障検討委員会
中間報告
保険者努力支援制度・介護イン
センティブ交付金抜本強化 等

R1.12月循環器基本法施行

R1 国保保健事業補助金での
看護師雇用を上司に上げる
一体化実施に向けて医療職
の確保について上司にあげる

一体化に向けての事業計画検討

郡内3町での県立病院での
「見なし健診」実施可能

61.9％

96.4％

重症化予防に向けて事例検討を通した医療との連携

優先順位の高い対象者への確実な保健指導を逃さないための
プログラムの見直し

CKD重症化予防の体制整備に向けての検討

KDBシステム等を活用した分析・課題の計画化

一体的実施に向けた課題分析、対象者の明確化

R3 課の編成の必要性に
ついて上司にあげる

循環器専門医との学習会の開始

第2期データヘルス計画中間評価

追加健診の実施期間延長

R2.4
高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施
高確法・国保法改正

R2
福祉人権課
保健師 正規5名

管理栄養士１名（育休）
地域包括ケア推進課
保健師1名

データヘルス中間評価
＊一体的実施を踏まえ
高確法保健事業実施指針改正
＊一体的実施を記載
介護事業計画
＊一体的実施項目新設

国保法保健事業実施指針改正

（一体的実施・重症化予防追加）
努力支援制度（事業連動分）
国保ヘルスアップ事業拡大

R2 一体化実施に向けて医療職
の確保について上司にあげる

一体化に向けての事業計画作成
１０月から事業開始

「見なし健診」体制整備

早期介入のための子どもの生活
習慣病健診から継続した健診
の実施
（16歳からに対象を拡大）

医療費抑制に向け、課題の明確化のための医療費分析・事務職との

心・腎・脳の重症化予防に向けた保健指導の検討・医療との連携

一体的実施に向けた課題分析・事業計画に沿った事業開始

心電図検査全数実施

63.3％

99.1％

尿蛋白定量検査の実施

眼底検査の全数実施に
向けた検討

追加健診、特定健診の実施期間延長に向け

R3.12～
第4期特定健診・保健指導
見直し検討会

R3
福祉人権課
保健師 正規5名

管理栄養士１名（育休）
看護師１名（一体的実施）

地域包括ケア推進課
保健師1名

R2.10月～ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施開始

R3.12
新経済・財政再生計画改革

工程表
糖尿病等の生活習慣病の予
防・重症化予防や認知症予
防等に重点的に降り組む

R3 管理栄養士の雇用に
ついてあげる

前期高齢者からの健診受診率向上を中心に一体的事業の実施

「見なし健診」の継続実施、実施者数の増加に向けた検討

虚血性心疾患予防に向けて、二次検査として、
集団検診での頸部エコーの検討・予算化

がん検診受診率向上のためのクーポン券の拡大

事業計画に沿った事業継続

情報共有・計画化のための関係者会議の開催

心電図精密検査依頼票の作成

早朝尿での尿蛋白定量検査の実施

65.4％

健診未受診者・追加健診対象者への受診券再発行

97.5％

全世代対応型社会保障制度を構築するため
の健康保険法等一部
改正法（2022施行）
高齢者2割負担（2022.10～）

特定健診計画（H20～24）

特定保健指導実施率

R4～ 課の編成あり
保健事業・子育て支援と
保険（国保・後期・介護）・障害・
高齢者支援が別の課に

循環器専門医との学習会の継続

第2期データヘルス計画評価に向けた準備

若年層の受診率向上、新規対象、継続受診を
逃さないための受診勧奨の継続

集団健診での尿蛋白定量検査予算化

心電図結果を生かすための循環器専門医との

研修会の開催

町内医療機関医師との事例を通しての
アドバイスの継続

追加健診、特定健診の実施期間延長の延長

第4期特定健診等見直し検討会
・実施WG ・技術的事項WG
・医療保険部会
・介護保険部会

R4
福祉人権課
保健師 正規5名

管理栄養士１名（育休）
管理栄養士１名（会計年度）
看護師１名（一体的実施）

地域包括ケア推進課
保健師1名

R4 管理栄養士の正規雇用に
ついて上司にあげる

伴走型支援の実施に向けた準備

心電図精密検査依頼票の活用

早朝尿での尿蛋白定量検査の継続

児童福祉法等改正
子ども家庭センター設置
母子保健に児童福祉の機能追加

66.2％

98.1％

資料 6 
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5．用語説明 

○介護保険 市町村が保険者となり、公費及び被保険者の保険料を財源とし、介護が必要と認定 

された時に介護サービスを利用できる制度。40 歳以上 64 歳未満の方を第 2 号被保険者険者、 

65 歳以上の方を第１被保険者という。 

○ＮＣＤ（非感染性疾患）がん、循環器疾患、糖尿病及びＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）を中心

とした慢性疾患を示す。ＮＣＤによる死亡は世界的に死因の 60％を占め、今後も増加するとの

予測がなされている。 

○カウプ指数 乳幼児の肥満度を評価する指数。 

○平均余命 調査年度に出生した 0 歳の方に残された寿命。 

〇平均自立期間 介護が不要で暮らすことのできる期間。（要介護２以上を不健康な状態と判断） 

○高齢化率 全人口に占める 65 歳以上の人口割合。 

○生活習慣病 食生活、運動、休養、喫煙、飲酒など、毎日の生活習慣の積み重ねによって引き 

起こされる疾患。糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症・循環器疾患（脳血管疾患、心疾患）、

悪性新生物（がん等）、歯周病などがその代表的な疾患。※予防可能な疾患とは、生活習慣を改

善することで病気を予防できる疾患。 

○早世 65 歳未満の死亡。 

○ＢＭＩ 成人の肥満度を評価する体格指数。 

○無医地区 原則として医療機関の無い地域で当該地区の中心的な場所を起点として概ね半径 

４㎞の区内に 50 人以上が居住している地区であり、かつ容易に医療機関を利用できない地区を

いう。 

○標準化死亡比（ＳＭＲ） 年齢構成の歳を基準の死亡率で調整した値に対する現実の死亡数の

比。主に小地域の比較に用いる。国の平均を 100 としており、ＳＭＲが 100 を超えると平均よ

り死亡率が多いと判断する。 

○年齢訂正死亡率 年齢構成が著しく異なる人口集団の間での死亡率や、死因別死亡率などに

ついて、その年齢構成の差を取り除いて比較する場合に用いる。これを標準化死亡率という場合

もある。 

○一次予防 自分の健康の状況を理解し、病気にならないように普段から健康増進につとめる 

ことにより、病気の原因を作らないことをいう。二次・三次予防とは疾患を早期発見し、悪化 

を防ぐことを意味する。発症・重症化予防も同意語として使われる。 

○レセプト 診療報酬明細書の通称で、医療機関が医療というサービスを提供した対価として 

の費用の請求書のこと。医療機関が保険団体に医療費を請求する際に使用。 

○ＰＤ（歯周病関連） 歯周ポケットの深さ。同様にＢＯＰはＰＤ計測時の出血を示し、歯周病

の活動・進行性の指標である。 
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6．海陽町「健康増進計画（第 3 次）」策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 海陽町「健康増進計画（第 3 次）」（以下「計画」という）を策定するため、海陽町「健

康増進計画（第 3 次）」策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする 

 （１）計画の策定に関すること。 

 （２）その他計画策定に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 策定委員会は、委員１0 名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

 （１）町民または関係団体の代表者 

 （２）保健機関の代表者 

 （３）行政関係者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、計画策定完了までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

 ２ 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。 

 ３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 策定委員会の会議は、委員長が召集し、委員長はその会議の議長となる。 

 ２ 議長は、必要に応じて関係する者に、策定委員会への出席を求め、その説明または意見を

聴くことができる。 

（分科会） 

第７条 第２条の任務に関して必要があると認めた場合は、分科会を置くことが出来る。 

（庶務） 

第 8 条 策定委員会の庶務は、子どもあゆみ保健課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか策定委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 附 則 

 この要綱は、令和 5 年 8 月 2 日から施行する。 

 

 

 

 



p. 39 

 

7．海陽町健康増進計画（第 3 次）策定委員会委員名簿 

（順不同：敬称略） 

 

 

 

氏名 所属

1 白川　光雄 海陽町立宍喰診療所　所長

2 重田　志郎 海陽町商工会　事務局長

3 野村　晴美 海陽町老人クラブ連合会　会長

4 三浦　節子 海陽町婦人会　会長

5 塩塚　成年 海陽町社会福祉協議会　事務局長

6 山口　美和 海陽町立海南保育所　所長

7 三浦　良 海陽町教育委員会　教育長

8 山﨑　みゆき
徳島県南部総合県民局

   保健福祉環境部（美波）　次長

9 横　考志 海陽町副町長

10 大崎　浩一 海陽町子どもあゆみ保健課課長


